
平成２５年度 第１回江別市行政改革推進委員会  

 

  

日 時 ： 平成２５年１２月１３日（金） １８時００分から 

場 所 ： 公 室 

 

 

＜次 第＞ 

 

１．開 会  

 

２．委嘱状の交付  

 

３．市長挨拶  

 

４．委員の紹介  

 

５．委員長の選出  

 

６．報告事項 

（１）江別市の行政改革の取組について  

 

７．協議事項 

  （１）今後のスケジュールについて 

（２）「江別市行政改革大綱（平成２５年度改定）」素案について 

  

 

８．その他 

 

９．閉 会  
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資料１



 

●今後のスケジュール 

日 程 項 目 内    容 

12/１３ 行政改革推進委員会 
・江別市の行政改革の取り組みについて 

・行政改革大綱素案について 

12/24～ 

1/23 

パブリックコメント 

：広報１月号掲載 
行政改革大綱素案に対する市民意見募集 

１月 行政改革推進委員会 ・行政改革大綱素案について（２回目） 

２月 行政改革推進委員会 

（パブコメの結果を受けて） 

・行政改革大綱素案について（３回目） 

・行政改革推進計画（案）について 

2 月下旬 行政改革推進本部会議 
・行政改革大綱について決定 

・行政改革推進計画について決定 

3/上旬 市議会の所管委員会 行政改革大綱及び推進計画を報告 

 

＜行政改革推進委員会の所掌事務＞ 

 ・行政改革大綱の策定に当たり意見を述べる。 

 ・行政改革の推進に関し助言する。 

資料２ 



３３３３    めざすまちのめざすまちのめざすまちのめざすまちの姿姿姿姿    
 

（（（（１１１１））））まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの基本理念基本理念基本理念基本理念    

   江別市を取り巻く状況は、経済や社会の情勢により大きく変わってきていますが、い

つの時代においても、そこに暮らしているすべての市民が幸せになることが、まちづく

りで一番大切です。 

   10年後の江別市では、高齢化率が35％を上回ることが予想されます。高齢化率が21％

を超えた超高齢社会であっても、すべての市民が快適に暮らせるまちづくりが求められ

ます。また、同時に、生産年齢人口や年少人口の減少により、産業を支える人口や江別

市の将来を担う子どもたちが減ることから、まちの活力にとっては大きな痛手となるた

め、その対応は、喫緊の課題となっています。 

   このため、市民が暮らしやすくいつまでも住み続けたいと思えるまちづくり、また、

江別市に住んでいない人でも住んでみたいと思えるようなまちづくりを基本に取り組

んでいくこととし、基本理念として、「安心して暮らせるまち」、「活力のあるまち」、「子

育て応援のまち」、「環境にやさしいまち」の四つの柱を掲げます。 

そして、これらは、江別市に暮らす市民一人ひとりの協力がなくては実現できません。

市民、自治会、市民活動団体、企業、大学、行政など多様な主体や様々な世代が、それ

ぞれの役割と責任を理解し、互いに尊重しながら協力して地域課題に取り組む「協働の

まちづくり」が、この基本理念の根幹にあります。 
 

①①①①    安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち    

   子どもから高齢者まで、あらゆる人が健康的に安心して暮らせるように、福祉・保健・

医療サービスを充実するとともに、地域防災力の向上を図り、生活する上での様々な不

安を解消して安全・安心を確保することをめざします。 
 

②②②②    活力活力活力活力のあるまちのあるまちのあるまちのあるまち    

人がいきいきと暮らす活気あふれるまちとなるように、市民の暮らしを支える農業や

商工業などの江別市の産業を活性化するとともに、生きがいや心の豊かさを育む文化や

スポーツ活動などを充実し、まちににぎわいや活力を生み出していくことをめざします。 
 

③③③③    子育子育子育子育てててて応援応援応援応援のまちのまちのまちのまち    

江別市の未来を担う子どもたちが健やかに成長できるように、子育て支援や教育内容

などの充実を図ることで、子どもを産み育てる魅力あふれるまちをめざします。 
 

④④④④    環境環境環境環境にやさしいまちにやさしいまちにやさしいまちにやさしいまち    

江別市の豊かな自然を次代に引き継いでいけるように、再生可能エネルギーの推進や

ごみの資源化を推進するとともに、野幌森林公園や石狩川などの自然環境と触れ合うこ

とにより、人と自然が共生するまちをめざします。 
 
 

（（（（２２２２））））めざすめざすめざすめざす 10101010 年後年後年後年後のののの将来都市像将来都市像将来都市像将来都市像  『みんなでつくる未来のまち えべつ』 

   これからの人口減少時代にあっても、まちづくりの基本理念に基づき、誰もが暮らし

やすいまち、そして、住んでみたいと思ってもらえる魅力あるまちをめざして、江別市

に関わるすべての人や団体が協力して、みんなで未来に向かってまちづくりを進めてい

きます。 

参考資料 「えべつ未来づくりビジョン＜第 6 次江別市総合計画＞」より該当箇所抜粋（P18） 



◆◆◆◆    ０９０９０９０９－－－－０１０１０１０１    自主自主自主自主・・・・自立自立自立自立のののの市政運営市政運営市政運営市政運営のののの推進推進推進推進 

 

０９０９０９０９－－－－０１０１０１０１    自主自主自主自主・・・・自立自立自立自立のののの市政運営市政運営市政運営市政運営のののの推進推進推進推進    

０９０９０９０９－－－－０２０２０２０２    透明性透明性透明性透明性とととと情報発信力情報発信力情報発信力情報発信力のののの高高高高いいいい市政市政市政市政のののの推進推進推進推進    

０９０９０９０９－－－－０３０３０３０３    男女共同参男女共同参男女共同参男女共同参画画画画によるによるによるによる市政運営市政運営市政運営市政運営のののの推進推進推進推進    

取組の基本方針 

効率的な行政サービスの執行と健全な財政の確保により、市の基礎自治体としての機

能を充実させ、自主・自立の市政運営を推進します。また、市政の透明性を確保すると

ともに、市民と市の情報共有を図るため、広報広聴の充実を図り、情報公開や個人情報

保護制度を適正に運用します。 

 さらに、男女共同参画による市政運営を推進するために、男女平等意識の醸成に努め

ます。 

 

（１）基礎自治体機能の充実 

質の高い市民サービスを提供するため、常に行政の役割や運営などについて必要な見直し

を行い、不断のコスト削減と自主財源の増加を図って健全で安定した財政基盤を確保するこ

とにより、市民に最も身近な基礎自治体として機能の充実を図ります。 

（２）計画行政の推進 

行政評価システムを活用した、Ｐ（Plan・計画）Ｄ（Do・実行）Ｃ（Check・評価）Ａ（Action・

改善）サイクルの進行管理により、環境の変化に柔軟に対応し、総合計画を効果的に推進し

ます。 

（３）政策形成能力の向上と効率的な組織体制の構築 

地方分権等の行政環境の変化に伴う政策課題に対し、スピード感を持って、的確に対応す

るための職員の政策形成能力向上を図るとともに、限られた人的資源を最大限に活かすため

の効率的な組織体制づくりを進めます。 

（４）広域連携の推進 

札幌広域圏組合と連携し広域的な行政サービスに取り組むとともに、近隣市町村との相互

連携や情報の共有化を進め、課題解決をめざします。 

 

透明性透明性透明性透明性がががが高高高高くくくく、、、、効率的効率的効率的効率的でででで公平公平公平公平なななな市市市市政運営政運営政運営政運営をををを行行行行いいいい、、、、着実着実着実着実にににに計画計画計画計画をををを    
推進推進推進推進しますしますしますします    

    

 
基本目標基本目標基本目標基本目標    

        政策政策政策政策０９０９０９０９            計画推進計画推進計画推進計画推進    

「えべつ未来づくりビジョン＜第 6 次江別市総合計画＞」より該当箇所抜粋（P40） 
参考資料 
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江別市における行政改革の取り組み 

平成 25 年 3 月  企画政策部政策調整課 
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１．江別市の行政改革に関する各種計画の構成 

（１）まちづくりにおける行政改革大綱の位置づけ 

江別市では、政策目的別(福祉、環境等)にめざすべき姿を成果指標等で定量化した第 5 次江

別市総合計画を最上位の経営計画としてまちづくりに取り組んでいます。 

それに対して、政策横断的な視点からの業務改革の方針として行政改革大綱を策定し、行

革大綱の理念、考え方を具体化する方策として江別市行政改革推進計画【Epoch2005】を位置

付け、大綱および推進計画を反映した経営資源の適正化を進めてきました。 

 

 

政策目的別の                 政策横断的な 

江別市の経営計画              業務改革方針・計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行政改革大綱(平成 17 年度改訂版)の構成 

江別市では、平成 14 年 2 月に行政改革大綱を策定し、行政改革に取り組んできましたが、

社会情勢の急激な変化と行財政を取り巻く厳しい状況に対応するため、平成 18 年 3 月に行政

改革大綱を改定しました。 

 

   ①行政改革の意義（3 つの視点） 

協働のまちづくり ················ 市民満足度の向上 

総合計画の効果的達成 ············ 成果主義の視点 

最少の経費で最大の効果の達成 ···· 効率性の重視 

 

   ②行政改革推進項目 

地域とともに歩む行政の推進 ······ 5 の取組項目に 10 具体策 

総合的で柔軟な行政の推進 ········ 6 の取組項目に 11 具体策 

効率的で質の高い行政の推進 ······ 10 の取組項目に 35 具体策 

 

江別市行政改革大綱 

（平成 17年度改訂版） 

江別市行政改革推進計画 

【Epoch2005】 

具体的 

方策 

 

 

第 5 次江別市総合計画 

（平成 16～25 年度） 

推進 

影響 
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２．行政改革の成果・効果 

行政改革大綱は、効率性だけでなく、まちづくりの推進にも寄与する計画であり、行政改

革の意義である 3 つの視点での成果・効果を示します。 

 

協働のまちづくり ················ 市民満足度の向上     

①まちづくりアンケートに見る江別市の住み心地の推移 

市民へのアンケート調査結果で、同一設問での比較可能な平成 13年度と平成 23 年

度の比較では、やや不満が減少し、全体としての満足度傾向が向上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②まちづくりアンケートに見る行政改革、協働関係の市民満足度の推移 

税金の活用方法、広報、広聴等の行政改革ならびに協働に関係する市民満足度の推

移では、全ての設問で満足度が向上しています。 

 

行政改革に関係が深い市民満足度動向(単位 ％) 

項目 H15 H17 H19 H20 H22 H24 
H15 からの

変化 

税金の使われ方に

ついて 
44.8 51.2 48.4 53.1 57.2 66.1 ＋＋＋＋21.321.321.321.3    

市政に関する 

情報・広報の提供 
73.4 79.6 74.1 81.9 86.9 84.9 ＋＋＋＋11111111....5555    

市に意見を伝える

機会・場所 
55.2 59.8 57.2 64.6 65.5 68.7 ＋＋＋＋13131313....5555    

住民の声の 

市政への反映度 
52.2 56.8 53.6 56.9 63.5 66.4 ＋＋＋＋14141414....2222    

※数値は、満足、やや満足、ふつう、やや不満、不満の 5 択のうち、 

満足、やや満足、ふつうのいずれかに回答した市民の割合 

（行政は、商品選択のための民間企業の満足度と同一に考えるのではなく、住み心地の不満を減少さ

せることを目的としてふつうを満足度に参入しています） 

11.9%

13.2%

40.0%

34.0%

33.4%

33.8% 4.6%14.5%

10.5% 4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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n=1,798

満

足

ほ

ぼ

満

足

ふ

つ

う

や

や

不

満

不

満



 

3 

 

総合計画の効果的達成 ············ 成果主義の視点 

第5次江別市総合計画では、各施策分野（子育て、市街地整備等）のめざすべき姿を定量化

した施策成果指標を設定しています。また施策を実現する手段としての基本事業にも成果指標

を設定しています。この施策および基本事業成果指標値の推移から、まちづくりの進捗を把握

しています。 

現在の後期基本計画（平成 21 年度から平成 25 年度）での各成果指標の推移は下記のよう

になっており、全体として半数以上の成果指標が改善しており、まちづくりは概ね進展していると

考えられます。 

 

後期基本計画策定時点（平成 19 年度）からの成果指標の変化（平成 23 年度実績より） 

          

 

 

 

 

 

 

 

推進状況の区分について  ※１ 後期計画策定時点の基準値として設定されている値（必ずしも全指標が平成

19 年度ではない）と直近の施策基本事業評価で把握されている値を比較していま

す。ただし平成 23 年度の数値が取得できないものについては、平成 22 年度以前

の数値で比較しています。 

※２ 「比較不可」は、後期計画策定時点の基準値以降、国等の統計データの調査

頻度等により、新たな指標値が把握されていないため、比較ができないものです。 

 

 

最少の経費で最大の効果の達成 ···· 効率性の重視 

 行政改革では、その取り組みや仕組みの見直し等により、まちづくりに貢献することを目的と考

えますが、財政規律的には、直接的な事業費や人件費等の削減効果が求められます。特に職

員数は以前から近隣市と比較しても少ない状況でしたが、平成 17 年度から(※)集中改革プラン

に基づき、市民サービスを維持しながら民間委託・組織の再編等による削減を行い、人口規模

から見た職員数では道内でも 2 番目に少ない人数となっています。（23 年度からは緩やかに上

昇しています。） 

江別市一般行政職員数の推移（医療職を除く：4 月 1 日現在の人数） 

平成 17 年度       平成 22 年度 

 

  

                               

845 名 794 名 

※集中改革プラン・・・平成 17 年 3 月に国から出された「新地方行革指針」に掲げられた

民間委託等の推進や定員管理の適正化などの項目に、各市町村は具体的な数値目標を明示し

平成 17 年度から 21 年度までの 5 年間で集中的に取り組んで来ました。 

改善

変化なし

悪化

比較不可

 

改善

変化なし

悪化

比較不可

 

18 指標指標指標指標 

12 指標指標指標指標 

14 指標指標指標指標 

7 指標指標指標指標 

101 指標指標指標指標 

24 指標指標指標指標 

50 指標指標指標指標 

8 指標指標指標指標 

（（（（施策成果指標施策成果指標施策成果指標施策成果指標    51515151 指標指標指標指標））））    （（（（基本事業基本事業基本事業基本事業成果指標成果指標成果指標成果指標    183183183183 指標指標指標指標））））    

799 名、 802 名 

（23 年度）（24 年度） 
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３．行政改革推進項目の推進状況① 

 

地域とともに歩む行政の推進 ······ ５つの取組項目に１０の具体策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的な取組内容（主なもの） 

取組の名称 内容／達成状況 特徴や効果、課題 

自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの制定制定制定制定    平成 21年 7月 1日市民自治の憲

法とも言える「江別市自治基本

条例」を制定した。 

平成 16年度の庁内プロジェクト

チームの発足から、市民参加の

懇話会、条例制定審査会など、

長い時間と多くの人が関わり制

定された条例であり、この過程

が特徴的である。 

パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント

制度化制度化制度化制度化のののの検討検討検討検討    

平成 22 年 4 月 1 日「江別市パブ

リックコメント（意見公募）手

続要綱」を制定し、パブコメの

本格的な運用を開始した。 

【パブコメ件数】 

H22 年度 6 件 H23 年度 8 件 

【寄せられた意見の数】 

H22 年度 34 H23 年度 135 

今後は、どの部分の意見を求め

ているのかポイントを整理し、

わかりやすく示す等の工夫する

ことで、より多くの市民が意見

を出しやすい制度に改善してい

く必要がある。 

市民活動団体等市民活動団体等市民活動団体等市民活動団体等とのとのとのとの

連携促進連携促進連携促進連携促進    

    

「協働のまちづくり活動支援事

業」により、17 年度～23年度ま

でに 34 件の事業が実施された。 

平成 18年 9月市民活動センター

「あい」がオープンし、市民活

動の拠点となっている。 

市民意見市民意見市民意見市民意見、、、、要望等要望等要望等要望等にににに

関関関関するするするする対応対応対応対応のののの強化強化強化強化    

平成19年度に市民の声データベ

ースのシステム化を実施し、庁

内での情報共有化を実現した。

また、コールセンターの導入を

視野に入れた電話問い合わせに

対する市民の利便性向上に係る

方向性についての検討を行っ

た。 

コールセンターの導入について

は、江別市の規模では費用対効

果の面から実施段階にはないと

判断した。 

 

 

【達成・順調】 

□審議会委員選定基準の見直し 

□パブリックコメント制度化の検討 

□市民活動団体等との連携促進 

□男女共同参画を推進するための条例の制定 

□男女共同参画基本計画の見直し 

□人事行政の運営等の状況の公表 

□市民アンケートの充実 

□自治基本条例の制定 

 

【未達成】 

□情報提供の充実（ホームページ

の充実） 

【一定の進展】 

□市民意見、要望等に関する対応の

強化（市民の声システム等の検討他） 

※推進状況は平成 22年度末

時点のものです。 
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自治基本条例は、平成24年8月から検討委員会において見直しの検討作業に着手しています。

条例の施行から 3 年が経過しましたが、市民の認知度は 4 割未満と低く、より一層の周知が課題

となっています。 ※参考「自治基本条例アンケート」H24.5 実施 
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114 

455 

899 

38 

内容までよく知っている

どのようなものかある程度知っている

名前は聞いたことがある

まったく知らない

無回答

問問問問 市民自治の最高規範として、市民の市民自治の最高規範として、市民の市民自治の最高規範として、市民の市民自治の最高規範として、市民の

手で作られた「江別市自治基本条例」を手で作られた「江別市自治基本条例」を手で作られた「江別市自治基本条例」を手で作られた「江別市自治基本条例」を

知っていますか。知っていますか。知っていますか。知っていますか。

 

 

 

  

 

 

江別市のホームページは、市民生活に密着した情報の

提供に努めるとともに、見やすさとアクセスのし易さを

工夫してリニューアルを重ねています。 

また、えべつらしさを表現できるコンテンツとして、

取材記事を写真付きで公開する「フォトグラフえべつ」

を充実させており、アクセス数も伸びています。 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 5 月に、自治基本条例の基本原則である「情

報共有」を進めるため、市民からのリクエストに職員が直

接出向いて業務内容を説明する出前講座の実施要綱を制定

しました。これにより、平成 23 年度は 32 回の講座に延

べ 1,230 人の市民が参加しました。 

今後もわかりやすい説明を心掛けるとともにメニューの更新等を進め、制度の充実を図ります。 

内容までよく

知っている

1%

どのようなもの

かある程度知っ

ている

8%

名前は聞いたこ

とがある

30%まったくまったくまったくまったく知知知知

らないらないらないらない

59%

無回答

2%

 

※※※※約６割が「全く知らない」約６割が「全く知らない」約６割が「全く知らない」約６割が「全く知らない」    

回答者数 1,515 人 

■■■■地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----自治基本条例自治基本条例自治基本条例自治基本条例のののの制定制定制定制定----    

■■■■地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----ホームページのホームページのホームページのホームページの充実充実充実充実----    

■■■■関連事業関連事業関連事業関連事業（（（（行革推進計画外行革推進計画外行革推進計画外行革推進計画外））））    

----出前講座出前講座出前講座出前講座のののの開始開始開始開始----    
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３．行政改革推進項目の推進状況② 

 

総合的で柔軟な行政の推進 ········ ６つの取組項目に１１の具体策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的な取組内容（主なもの） 

取組の名称 内容／達成状況 特徴や効果、課題 

遊休公有資産遊休公有資産遊休公有資産遊休公有資産のののの売却売却売却売却

処分処分処分処分、、、、貸付貸付貸付貸付    

【売却処分実績 H17～23 年度】 

11 件、108,102 ㎡ 

総額 128,741千円 

各種事業の状況を勘案しつつ、

遊休公有地の売却を進めてき

た。 

土地開発公社土地開発公社土地開発公社土地開発公社のののの経営経営経営経営

健全化健全化健全化健全化    

地価下落が止まらない状況下に

おいて、公社の長期保有地を計

画的に解消することを目指して

毎年度買い戻しを進め、平成 22

年度に第三セクター等改革推進

債を活用して、公社を解散した。 

特例措置を活用して公社を解散

させることができたため、将来

的な市の財政運営の健全化につ

ながる。 

 

外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体のののの見直見直見直見直しししし等等等等

にににに関関関関するするするする指針指針指針指針のののの策定策定策定策定    

    

行政改革推進委員会において、

「外郭団体の経営評価等に関す

る指針」を策定した。 

これまでに指針に基づいて、３

団体の経営評価を実施すること

ができた。 

計画的計画的計画的計画的なななな人材育成人材育成人材育成人材育成    幹部研修、フォロー研修の実施、

個別の研修評価の実施等、一部

の研修内容の見直しは行った

が、当初目指した「（仮称）人

材育成基本方針実施計画」の策

定には至っていない。 

職員数が少ない中で行政需要の

多様化等に対応していくため、

個々の資質向上を図る重要性が

増している。 

合併合併合併合併のののの検討検討検討検討    

    

平成 19 年～20年にかけて、新篠

津村との合併協議を行ったが、

合意には至らなかった。 

今後のまちづくりの方向性に隔

たりがあった。 

 

【達成・順調】 

□職員提案規則の改正 

□窓口総合化の検討 

□遊休公有資産の売却処分、貸付 

□土地開発公社の経営健全化 

□外郭団体の見直し等に関する指針の策定 

□余裕（空き）教室の活用に係る検討 
【一定の進展】 

□ファシリティマネジメントの導入

可能性に係る検討 

□合併の検討 

【未達成】 

□計画的な人材育成 

□各種申請・届出、申告等の電子化

推進 

□消防広域化の推進 
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平成 18 年度に職員提案制度の有効活用と制度運用

の改善を図るため、「職員提案規則」の一部改正を行い、

19 年度から 23 年度までに 24 件の提案が出され、

一部の提案は事業として実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度に「外郭団体経営評価指針」が策定さ

れ、市が 25％以上出資又は出損している外郭団体に

対し、公益性・効率性・自立性等の視点から、経営評

価を行うこととなりました。この指針に基づき、これ

までに（株）フラワーテクニカ江別、（財）江別市スポ

ーツ振興財団、（株）江別振興公社の 3 団体が行政改

革推進委員会の評価を受けました。 

この経営評価を通じて外郭団体に対する市の関与のあり方が明確となり、団体の自主的・自立

的な経営基盤の確立につながることが期待されています。 

 

 

 江別市は平成 19 年 2 月、法定合併協議会を設置し

新篠津村との合併協議を行いました。およそ 1 年半に

及ぶ 11 回の協議会で、合併後に目指すまちづくりの

方向性を協議してきましたが、最終的には合意に至ら

ず、平成 20 年 9 月に合併協議会を解散しました。 

 

 

 遊休公有資産の売却等については以前から着実に行っていましたが、江別市土地開発公社の解

散にあたり、公社が所有していた土地を購入あるいは代物弁済により新たに保有したことを契機

として、平成 23 年度から市が保有する全ての土地についての利活用の検討を進めています。 

今後は、「公有地利活用基本方針」（平成 24 年 2 月策定）の下、積極的に売却・貸付等を進め、

自主財源の確保と公有地の有効活用に努めていきます。 

■■■■総合的総合的総合的総合的でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----職員提案制度職員提案制度職員提案制度職員提案制度----    

エコ通勤･･･通勤距離が片道２㎞を超える職員が車通勤を控え、徒歩や自転車等で

通勤しましょうという運動が始まりました。職員の環境負荷低減意識の啓発と健康

増進に役立っています。 

■■■■総合的総合的総合的総合的でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体のののの経営評価経営評価経営評価経営評価----    

■■■■総合的総合的総合的総合的でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----市町村合併市町村合併市町村合併市町村合併のののの検討検討検討検討----    

■■■■総合的総合的総合的総合的でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----遊休公有資産遊休公有資産遊休公有資産遊休公有資産のののの売却売却売却売却----    
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３．行政改革推進項目の推進状況③ 

 

効率的で質の高い行政の推進 ······ １０の取組項目に３５の具体策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■具体的な取組内容（主なもの） 

取組の名称 内容／達成状況 特徴や効果、課題 

行政評価制度行政評価制度行政評価制度行政評価制度のののの充実充実充実充実    行政評価システムを利用し、第

５次総合計画の進行管理を進め

てきた。 

・職員の間に事業の対象や意図

を明確にして仕事に取り組む考

えが浸透してきた。 

・行政評価にかかる作業量を軽

減することが求められている。 

指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの    

導入導入導入導入        

市が所有する公の施設のうち、

86％以上の施設が指定管理者と

なった。 

・民間事業者ならではの新たな

サービスにより、利用者の満足

度向上に繋がっている施設があ

る。 

・担当部局において公募や選定、

指定後のモニタリングなど、制

度全般にわたる事務量の増加が

著しい。 

職員定数職員定数職員定数職員定数のののの適正化適正化適正化適正化    

    

・平成 22 年 4 月 1 日現在の職員

数（医療職除く）を平成 17 年 4

月 1 日比較で 51 人削減した（△

6.0％）。 

・平成 22 年度普通会計における

人件費率が 15.5％となり 17 年

度の 18.1％に比較し人件費の占

める割合が減少した。 

市民ニーズが複雑化する中で新

たな行政需要が顕在化してきて

いる中、一人当たりの業務量が

増加し、職員の負担が増えてい

ることに配慮しつつ、適正な職

員数を確保していかなければな

らない。 

自己申告制度自己申告制度自己申告制度自己申告制度、、、、庁内庁内庁内庁内

公公公公募制等募制等募制等募制等のののの導入検討導入検討導入検討導入検討    

自己申告制度は一部人事に反映

させることにつながっている

が、庁内公募制の導入には至っ

ていない。 

少ない職員数で多様化する市民

ニーズに応えていくためには、

個々の意欲や資質を最大限発揮

させる柔軟な人事制度が必要で

あるが、そのために導入した自

己申告制度は、特定の部署に異

動希望が偏る等の弊害を生じて

いる部分もある。 

【達成・順調】 

□行政評価制度の充実 

□ごみ処理施設の委託の拡大 

□指定管理者制度の導入 

□浄水場運転管理業務の外部委託 

□職員定数の適正化 

□特殊勤務手当の見直し 

□プライマリー・バランスの健全化 

□入札制度の見直し 

□市立病院経営健全化計画の策定 

□広告事業の導入 

□選挙事務の効率化の検討 

                   他多数 

【一定の進展】 

□自己申告制度、庁内公募制

等の導入検討 

【未達成】 

□病床利用率の向上 

□人工透析患者の受け入れ拡大 

  他 
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○ごみ○ごみ○ごみ○ごみ処理施設運営管理処理施設運営管理処理施設運営管理処理施設運営管理    

○リサイクルセンター○リサイクルセンター○リサイクルセンター○リサイクルセンター運営管理運営管理運営管理運営管理    

○○○○保育園保育園保育園保育園のののの運営運営運営運営（（（（一部一部一部一部））））    

○○○○市税電話催告市税電話催告市税電話催告市税電話催告    

○○○○電話交換業務電話交換業務電話交換業務電話交換業務    

○○○○市立病院給食調理市立病院給食調理市立病院給食調理市立病院給食調理    

○○○○浄水場運転管理浄水場運転管理浄水場運転管理浄水場運転管理    

○○○○水質等分析業務水質等分析業務水質等分析業務水質等分析業務    

○○○○水道水道水道水道・・・・下水道使用料収納代理業務下水道使用料収納代理業務下水道使用料収納代理業務下水道使用料収納代理業務    

他他他他    

広告広告広告広告事業事業事業事業のののの導入導入導入導入    基本指針となる広告掲載要綱を

策定し、市ホームページのバナ

ー広告や封筒裏面等への広告掲

載など実施した。 

広告料収入という効果だけでな

く、それを財源とした新たな事

業の創出につながった。 

 

 

 

 

 

行政評価の仕組みは、数値化された成果指標によっ

て仕事の進み具合を測ることができます。これにより、

市民の目からもその仕事がうまく行っているのかどう

かが分かるようになりました。このように、行政評価

は市民への説明責任を果たすためのツールであるとも

言えます。 

平成２２年度からは市が自ら行った行政評価に対し、学識者・有識者・公募市民による外部評

価委員から指摘を受けることで、読み手（市民）を意識したよりわかりやすい評価表の記載がで

きるように改善を進めています。 

 

 

 

 江別市では広告料収入を新たな財源としてとらえ、

積極的に活用しています。広報えべつや市ホームペー

ジ、納税通知書等の発送用封筒や窓口封筒といった、

既存の媒体に広告を掲載するだけでなく、広告料収入

を財源として市立病院や市民課窓口の呼出し番号モニ

ター（右写真）を設置したり、暮らしの便利帳をリニューアルして全戸配布しました。 

 

 

 

市役所の仕事のうち民間でできるものは積極的に委託

し、業務の効率化を図ってきました。 

 右に表示した事例は第 5次総合計画の期間中に委託開

始されたものであり、これ以外にも多くの業務が委託さ

れ民間企業等がサービスを担っています。 

 

 

 

■■■■効率的効率的効率的効率的でででで質質質質のののの高高高高いいいい行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----行政評価制度行政評価制度行政評価制度行政評価制度のののの充実充実充実充実----    

■■■■効率的効率的効率的効率的でででで質質質質のののの高高高高いいいい行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----広告事業広告事業広告事業広告事業のののの導入導入導入導入----    

■■■■効率的効率的効率的効率的でででで質質質質のののの高高高高いいいい行政行政行政行政のののの推進推進推進推進    

----外部委託外部委託外部委託外部委託のののの拡大拡大拡大拡大----    
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江別市役所では、第 5 次総合計画の計画実現に向けて、組織体制の見直しや効果的な職員研修

などを進めて来ました。その進み具合を測るために実施している「職員アンケート」は、この行

政改革を通じて職員の意識がどのように変化してきたのか、参考になります。 

ここでは、平成 17 年度の数値と平成２３年度の数値を比較していますが、回答者数は、957

人（H17）、880 人（H2３）となっています。 

 

 

 

【【【【関連関連関連関連データデータデータデータ】】】】    江別市職員江別市職員江別市職員江別市職員のののの意識意識意識意識のののの変化変化変化変化    

問問問問    

江別市江別市江別市江別市はコミュニケーションがはコミュニケーションがはコミュニケーションがはコミュニケーションが

活発活発活発活発でででで､､､､職場職場職場職場でででで自由自由自由自由なななな発言発言発言発言やややや議論議論議論議論

ができるができるができるができる風通風通風通風通しのよいしのよいしのよいしのよい組織組織組織組織になになになにな

っているとっているとっているとっていると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。 

⇒平成１７年度に比較して肯定

的な意見（思う＋やや思う）が

約６割となっており、職場の雰

囲気が良くなっている。 

問問問問    

江別市江別市江別市江別市はははは仕事仕事仕事仕事にににに対対対対するするするする能力能力能力能力､､､､意意意意

欲欲欲欲､､､､実績等実績等実績等実績等をををを人事異動人事異動人事異動人事異動やややや処遇面処遇面処遇面処遇面にににに

反映反映反映反映できるできるできるできる制度制度制度制度になっているとになっているとになっているとになっていると

思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。 

⇒平成１７年度に比較して、肯

定的な意見（思う＋やや思う）

が増加し改善が見られるもの

の、否定的な意見（思わない＋

あまり思わない）が依然６割を

超えており、人事等に対する満

足度は十分とは言えない。 
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４．行政改革推進委員会による評価 

江別市行政改革大綱(平成 17 年度改訂版)および江別市行政改革推進計画【Epoch2005】の

推進状況・成果について、行革委員から市民の視点による評価をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

地域地域地域地域とともにとともにとともにとともに歩歩歩歩むむむむ行政行政行政行政のののの推進推進推進推進…………5555 取組項目取組項目取組項目取組項目 10101010 具体策具体策具体策具体策    

○自治基本条例は、市民生活に身近な条例の活用例を紹介するなど周知方法を
工夫し、認知度を上げるよう努めてください。 

○パブリックコメントは、より多くの市民が意見を出せるように改善してくだ
さい。 

○ホームページは、リニューアルを重ね見やすくなっています。今後は動画を上手に使ってニュース
やトピックスを発信するようにしてはどうでしょうか。 

○出前講座は、職員にとっても市民にとっても有益な取り組みです。メニューの拡大や運用の改善に
努めてください。 

○次期総合計画の策定に多くの市民が参画した「みらい市民会議」は高く評価できます。 

○より多くの職員が市民活動団体との協働に関心を持つよう心掛けてください。 

 

総合的総合的総合的総合的でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政行政行政行政のののの推進推進推進推進…………6666 取組項目取組項目取組項目取組項目 11111111 具体策具体策具体策具体策        

○土地開発公社の解散は難しい課題であったと思いますが、きちんとけじめ
を付けられたことは高く評価できます。 
○外郭団体の経営については、少しずつ市の関与を減らしていくべきではな
いでしょうか。 
○余裕（空き）教室は貴重な資源なので色々な形での活用を進めてください。 
○職員提案制度は提案件数が少なく物足りなさを感じます。 
○計画的な人材育成は職員数が少ない江別市にとって大変重要な課題です。職員提案制度を人材
育成と結び付け、新しい事業提案が認められた場合にはその職員を中心としたプロジェクトチー
ムを作るなど、職員が現場で成長できる実践的な形にしてはどうでしょうか。 

 

効率的効率的効率的効率的でででで質質質質のののの高高高高いいいい行政行政行政行政のののの推進推進推進推進…………10101010 取組項目取組項目取組項目取組項目 35353535 具体策具体策具体策具体策    

○様々な課題を抱える中で職員定数を削減することは大変な困難であった
と思いますが、その中で目標を達成したことは高く評価できます。 
○行政評価制度は外部評価の仕組みも含め、充実してきていると評価できま
す。今後は評価結果をこれまで以上に施策や業務に反映できるよう努めてく
ださい。 
○外部委託については多くの業務に拡大しており、評価できます。さらに委託できる業務がない
か引き続き検討してください。 
○広告事業は歳入を増やし市民サービスに還元できる良い仕組みです。さらに拡大できるよう努
めてください。 
○指定管理者制度は、単純に導入施設を増やしていけば良いというものではありません。利用者
満足度の向上につながるよう、指定管理者自身のやりがいを高めことが求められます。また、担
当する市職員の業務量増も懸念されます。 

よくできましたよくできましたよくできましたよくできました                もうもうもうもう少少少少しししし頑張頑張頑張頑張りましょうりましょうりましょうりましょう                努力努力努力努力がががが必要必要必要必要ですですですです 
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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

（（（（１１１１））））江別市江別市江別市江別市のののの行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境のののの変化変化変化変化    

国内経済は、総人口の減少と少子高齢化が続く中、平成２０年米国に端を発したリ

ーマン・ショック※1と呼ばれる金融不安の拡大が引き金となった世界的な景気後退に

直面し、さらに平成２３年の東日本大震災やタイの洪水等により、長期にわたり生産

活動が停滞することとなりました。平成２５年に入り、国内景気は緩やかに回復しつ

つあると考えられるものの、日本の総債務残高※2は主要先進国の中で最悪の水準にあ

るため、国の財政再建による地方交付税※3 への影響も注視していかなければならず、

依然として楽観視できる状況ではありません。加えて平成２６年４月から始まる消費

税率引き上げが経済に及ぼす影響についても指摘されています。 

 

地方分権一括法※4 の成立以来、中央から地方へという地方分権の流れが本格化し、

税源移譲や交付税・補助金の見直しなどが進んできました。また、平成２３年の第１

次・第２次一括法により、国からの義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、

自治体等への権限移譲が進むことになりました。今後は、国の指導による画一的な行

政運営ではなく、各自治体が地域の特性を活かしたまちづくりを進めていくとともに、

自主的・自立的な自治体経営を行うことが求められています。そのため、各自治体で

は限られた財源の中で、地域自らの主体性と責任において行政課題に取り組む重要性

がより高まってきています。 

 

 

※1 リーマン・ショック 

平成１９（２００７）年の夏以降に起こった米国の住宅金融市場の混乱が、金融市場全体へ広がり、平

成２０（２００８）年９月のリーマン・ブラザーズの破産申請により国際金融資本市場の緊張が一気に高

まったこと。 

※2 総債務残高 

中央政府や地方政府の借金の総額のこと。 

※3 地方交付税 

地方公共団体が等しく事務を行うことができるように、一定の基準により国から交付される税のこと。 

※4 地方分権一括法 

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」のことで、地方分権改革の柱として、

平成１２（２０００）年４月に施行された。住民にとって身近な行政は、できる限り地方が行うことを主

な目的とし、地方公共団体の自主性と自立性を十分に確保するために機関委任事務を廃止し、自治体の処

理に関する事務は、自治事務と法定受託事務の二つに整理された。 
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（（（（２２２２））））江別市江別市江別市江別市のののの現状現状現状現状 

江別市の人口は、国勢調査によると、平成１７年の１２５，６０１人をピークに平成

２２年には減少に転じました。そして、将来人口推計では、今後も緩やかな減少傾向を

示し、平成３０年には１２万人を下回り、平成３５年には１１万５千人を下回ると予想

されます。 

また、同時に少子高齢化が進み、市民の３５％が６５歳以上の高齢者となる一方で、

生産年齢人口は平成２５年と比較し１３，０００人以上も減少するため、将来的な税収

の減少につながっていくものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

※2 地方分権一括法 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜人口見通しの考え方＞ 

  国立社会保障・人口問題研究所の推計データに準拠し、江別市の各種データを用いて算出。（平成１２

年から平成２２年までの年齢不詳分は、各年齢階層に按分。） 

 

平成元年度からの普通会計の歳入歳出決算額の推移をみると、人口増加に伴う社会基

盤整備やバブル経済崩壊後の国の経済対策に合わせた各種公共事業の実施により、平成

１３年度までは歳入・歳出とも増加を続けましたが、平成１４年度以降は、事業の終了

や投資的経費※5の抑制等により減少に転じています。 

なお、平成２１年度は大規模な景気対策、平成２２年度は土地開発公社の解散に伴う

用地取得などにより増加しましたが、平成２３年度からはそれ以前の水準に戻っていま

す。 

※5 投資的経費 

その経費の支出効果が短期的に終わらない公共施設や学校、道路などの建設事業等にかかる経費のこと。 

江別市江別市江別市江別市のののの将来将来将来将来人口人口人口人口推計推計推計推計    

19,223 17,374 15,054 13,704 11,644 9,861
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２２２２....江別市江別市江別市江別市におけるにおけるにおけるにおける行政改革行政改革行政改革行政改革    

江別市における行政改革の取組は、このような景気低迷、地方分権などの多くの環

境変化に対応するため、必要に応じ「行政改革大綱」や「行政改革推進計画」の見直

しを重ねて推進してきました。 

 

特に、前回平成１７年度に改定した大綱の下では、国から示された「地方公共団体

における行政改革の推進のための新たな指針（新地方行革指針）」に基づく要請を受

け、５年間で４．６％の定員削減を目標とした職員定員管理の適正化、行政評価制度

による事務事業の再編・整理、指定管理者制度※4 の導入や民間への業務委託の推進、

さらには市立病院の経営再建などに取り組んできました。 

こうした困難でかつ急激な変化を伴う課題に向き合うことにより、健全な財政状況

の維持に努めてきました。 

   

このような効率化の取組は、今後も重要なテーマであることに変わりはありません

が、同時に行政改革は、その結果が行政サービスの質や市民満足度の向上へとつなが

り、ここで働く職員の意欲や能力が高まるようなものであることが望まれます。 

  また、平成２６年度からスタートする新たな総合計画の推進に求められる行政運営

のスタイルを確立させるために、引き続き行政改革に取り組んでいきます。 

 

 

※4 指定管理者制度 

  地方自治法の改正を経て、２００３年よりそれまで自治体の出資法人等に限定されていた公の施設の管

理が、民間事業者や NPO 法人等にも開放されることになった。 

 

歳入 

歳出 

（資料：財政課） 

（億円） 
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３３３３．．．．行政改革行政改革行政改革行政改革のののの進進進進めめめめ方方方方    

 「江別市行政改革大綱」は「えべつ未来づくりビジョン＜第６次江別市総合計画＞」

の個別計画として位置付け、改革の基本的な方針を定めるものです。 

この大綱に基づいて、具体的な項目やその計画期間、目標を設定した「江別市行政改

革推進計画」を策定し、併せて行政改革を進めていきます。 

また、「江別市行政改革推進計画」は、必要に応じて新たな項目を追加するなど、随

時内容の見直しを行い、環境の変化に柔軟に対応するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政改革大綱 
 

えべつえべつえべつえべつ未来未来未来未来づくりビジョンづくりビジョンづくりビジョンづくりビジョン    

（（（（第第第第 6666 次江別市総合計画次江別市総合計画次江別市総合計画次江別市総合計画））））    

    

（（（（平成平成平成平成 26262626～～～～35353535 年度年度年度年度））））    

推進 

行政改革推進計画 

改革の改革の改革の改革の    

方向性方向性方向性方向性    

改革の改革の改革の改革の    

具体策具体策具体策具体策    
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４４４４．．．．行政改革行政改革行政改革行政改革ののののめざすめざすめざすめざす姿姿姿姿・・・３つの・・・３つの・・・３つの・・・３つの基本目標基本目標基本目標基本目標    

 江別市は、次に掲げる３つの基本目標を実現するために行政改革を行います。 

    

基本目標基本目標基本目標基本目標 1111    市民参加市民参加市民参加市民参加とととと協働協働協働協働によるによるによるによる行政運営行政運営行政運営行政運営    

平成２１年７月に制定された「江別市自治基本条例」は、市民自治のまちづくりを

進めるための目標や基本的なルールを定めた条例で、江別市の自治の主役は、一人ひ

とりの市民であることを位置付けするとともに、まちづくりの基本的な仕組みである

参加と協働を通じて、市民自らが主体となり、責任を持って考え、積極的に行動する

ことが、市民自治を達成するための基本理念であることを定めています。 

条例では、その基本理念を実現するため、市はまちづくりに関する情報を市民と共

有し、まちづくりへの参加及び協働を進めることとしています。条例制定後、パブリ

ックコメントや出前講座など、市民参加や協働の仕組みの整備に取り組んできました

が、「まちづくり市民アンケート」の結果等からは十分とはいえない状況にあります。 

「えべつ未来づくりビジョン＜第６次江別市総合計画＞」においても、「江別市自

治基本条例」の理念に基づき、市政への市民参加を進めるともに、市民や各種団体な

ど多様な主体が連携して協働のまちづくりを推進することとしています。 

また、平成２３年３月に発生した東日本大震災からの復興の教訓として、自治体職

員、ボランティア・ＮＰＯとともに、被災者自身が避難所の運営等で重要な役割を担

うなど、震災下における協働の重要性が注目されました。 

こうしたことから、市民参加を促進し協働によるまちづくりを進めるため、情報共

有や市民参加機会の充実に取り組んでいきます。 

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標２２２２    意識意識意識意識とととと能力能力能力能力のののの高高高高いいいい職員職員職員職員によるによるによるによる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政運営行政運営行政運営行政運営    

江別市では、国から全国の自治体に対して示された「新地方行革指針」に基づき職

員定員の削減に取り組んできた結果、人口と産業構造が類似する他市と比較しても少

ない職員数となっています。 

一方、今後ますます多様化・複雑化する行政ニーズや国・道からの権限移譲などの

新たな課題に対応していくためには、財政の健全化とともに行政需要に応じた組織体

制の整備や適正な職員配置が求められます。 

また、東日本大震災において、自治体職員の定員削減が被災地の復興の遅れの一因
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となっていることも指摘されています。 

税収の先行きが不透明な状況において適正な定員管理を行うことは、今後の行政運

営において重要なことです。 

このようななか、より困難な行政課題へ対応するためには、本来、市が担うべき役

割のなかで職員が果たすべきことは何か、民間事業者等外部に委ねるべきことは何か

ということについて見極めを行うことが重要であり、同時に、職員の意欲に応える人

事制度を整えて、基礎的自治体としての役割を果たしていくために求められるこれか

らの職員像を、「人材育成基本方針」のなかで、明らかにしていく必要があります。 

また、職員の大量退職に伴う年齢構成の大きな変化に伴い、人材育成はこれまで以

上に重要な課題となっており、ベテラン職員の職務経験やノウハウの継承により、実

務に精通した人材の育成が急務となっています。 

さらには、平成２６年度からスタートする「えべつ未来づくりビジョン＜第６次江

別市総合計画＞」では、「えべつ未来戦略」として、戦略ごとに部局横断的な取組み

が求められることから、職員個々のレベルアップと並行し、組織の縦割り意識を改め、

柔軟で横断的な組織づくりを進めていくことが必要です。 

    

    

基本目標基本目標基本目標基本目標３３３３    健全健全健全健全なななな財政財政財政財政とととと行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上をををを両立両立両立両立させたさせたさせたさせた行政運営行政運営行政運営行政運営 

  江別市では、以前から均衡の取れた行財政運営に努めてきた結果、自治体の財政状

態を表わす指標の一つである実質公債費比率※5は健全な数値を示しています。しかし、

歳入に占める自主財源比率※6は５０％を下回っており、地方交付税などの依存財源の

割合が高いことから、国の政策に大きく影響を受けるため、決して楽観視できる状況

にはありません。 

基礎的自治体として自主・自立の行政運営を行うためには、財政状況を健全な状態

に保っておくことが不可欠であり、今後も引き続き効率的な財政運営を進めることが

重要です。 

 

 

※5 実質公債費比率 

地方自治体の標準的な税収と地方交付税を合わせた収入に対する実質的な借金返済の割合を示す指標で、

18％未満は適正な状態とされている。（平成２４年度：１１．７％） 

 

※6 自主財源比率 

 地方自治体の自主財源（地方税・使用料・手数料など）の歳入総額に占める割合。自主財源比率が高

い方が、行政活動の自主性と安定性が高まる。（平成２４年度：４１．６％） 
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一方で、歳出抑制の側面のみが強調されてしまうと、新しい事業の創出、政策の提

案など、前向きなチャレンジ意欲を低下させ、環境の変化に取り残されてしまうこと

も危惧されます。 

財務の健全化を重要視すると同時に行政サービスを向上させるためには、選択と集

中による事業の見直しとさらなる業務の効率化を進めるとともに、自主財源の確保が

大きな課題と考えます。 

    

５５５５．．．．取組方針取組方針取組方針取組方針    

 各基本目標に向けて、次の取組方針により行政改革を進めていきます。 

        

［［［［１１１１］］］］市民市民市民市民参加参加参加参加とととと協働協働協働協働によるによるによるによる行政運営行政運営行政運営行政運営    

○○○○情報情報情報情報共有共有共有共有のののの推進推進推進推進 

市民参加、協働を進めるためには、情報共有が基本です。広報誌やウェブサイト

など既存の媒体の強化に加え、SNS
※7などの新たなツールの活用についても検討を

進める必要があります。特に、近年多発する豪雨や豪雪などの異常気象発生時にお

いては、最新の情報をいかに早く多くの人に伝えるかが重要であり、そのために最

適なツールや手法について研究していきます。 

 

○○○○市民参加機会市民参加機会市民参加機会市民参加機会のののの充実充実充実充実 

政策や事業の立案にあたっては、パブリックコメントやアンケート、審議会等を

通じてより多くの市民の声を聴くことが重要です。また、政策等の実行、評価等ま

ちづくりのあらゆる場面において、これまで以上に市民参加の機会を充実させてい

きます。 

    

    

［［［［２２２２］］］］意識意識意識意識とととと能力能力能力能力のののの高高高高いいいい職員職員職員職員によるによるによるによる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政運営行政運営行政運営行政運営    

○○○○優優優優れたれたれたれた人材人材人材人材のののの確保確保確保確保 

限られた職員数の中で効率的な行政運営を行うための第一歩は、優れた人材を確

保することです。そのために職員採用方法等、継続的に意欲と能力のある人材を確

保できる手法を検討し、随時見直していきます。 

 

※7 SNS（Social Networking Service ） 

社会的なネットワークを構築できるコミュニティ型の Web サイトのことで、即時性の高い情報発信が可

能で携帯端末からも閲覧できることから利用者が増加傾向にある。 
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○○○○職員職員職員職員のののの意欲意欲意欲意欲とととと能力能力能力能力のののの向上向上向上向上 

基礎的自治体としての役割を果たしていく上で求められる職員像を明らかにし

ていくために、平成１６年６月に策定した「江別市人材育成基本方針」の見直しを

進めるとともに、多様化・複雑化する行政課題に対応するため、職員の政策形成能

力の向上を目的として、職員提案制度や政策形成研修等の研修を、より実践的な仕

組みとなるよう見直していきます。 

また、全庁的なプロジェクトへの参画機会の提供や、自己啓発等の活動を推奨す

ることで、職員が主体的に取り組む活動を推進します。 

 

○○○○職員職員職員職員ののののワークライフバランスのワークライフバランスのワークライフバランスのワークライフバランスの確保確保確保確保 

        職員がより良い仕事を行ううえで、仕事と家庭生活等の両立（ワークライフバラ

ンス）が図られ、心身ともに健康な状態を保つことは、大変重要なことです。ワー

クライフバランスが保たれることで、職場風土の改善や良好な人間関係の構築など

働きやすい職場づくりに貢献し、組織として業務上の生産性向上にもつながります。 

  そのため、特定の職場に業務が集中し、長時間の時間外勤務につながることのな

いよう、部局内外を問わず横断的な人的支援、協力体制の推進に努めるとともに、

休暇取得や各種休業制度の活用など、制度的な支援も進めていきます。 

 

○○○○組織組織組織組織内内内内ののののコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションのコミュニケーションの活性化活性化活性化活性化 

  近年、業務の高度化・専門化が進む中、独りで悩みを抱え心身の故障を来す職員

が増えてきました。こうした状況を改善するためには、職場内でのコミュニケーシ

ョンを活性化させることが必要です。そのために、メンタルヘルス研修やマネジメ

ント研修の内容充実や受講対象者の拡大等により、職員個々のコミュニケーション

能力の向上を図るほか、職場における面談や定例の打合せ会議等の開催を推奨する

ことで、コミュニケーションの活性化に努めます。 

  また、電子メール等庁内のネットワーク環境を活用し、随時情報を共有しながら

業務を推進していきます。 

 

○○○○組織横断的組織横断的組織横断的組織横断的なななな体制体制体制体制のののの強化強化強化強化 

公募職員によるプロジェクトチームや、「えべつ未来づくりビジョン＜第６次江

別市総合計画＞」におけるえべつ未来戦略推進のための組織横断的な推進体制によ

り、特定課題解決に向けた集中的な取組を行っていきます。 
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○○○○災害対応力災害対応力災害対応力災害対応力のののの高高高高いいいい職員職員職員職員のののの育成育成育成育成とととと組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり 

過去の大規模水害を経験した職員も少なくなり、組織としての経験値の低下が懸

念されています。大規模災害に対し、行政組織が迅速かつ適確に対応するためには、

組織を構成する職員の災害対応力の向上とその能力を有効に発揮する組織体系づ

くりが重要な課題となっています。そのため、今後とも職員に対する各種研修や訓

練等を通じて災害対応力の向上と組織体制の強化を図っていきます。    

    

○○○○外部外部外部外部委託委託委託委託化化化化のののの検討検討検討検討    

市が行う業務については、これまで進めてきた単純定型業務を中心とした委託等

は、一定の効果が得られているところであり、今後も、行政サービスの質の向上と

職員の効率的な配置を検討していく必要があると考えます。 

そこで、これからは専門性は高くても定型的な業務については、外部委託化の検

討を引き続き行います。 

 

 

［［［［３３３３］］］］健全健全健全健全なななな財政財政財政財政とととと行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上をををを両立両立両立両立させたさせたさせたさせた行政運営行政運営行政運営行政運営    

    

○○○○財源財源財源財源のののの確保確保確保確保    

国や北海道の補助金や各種の助成制度を十分に活用して限られた財源を有効に

使うとともに、遊休未利用地の売却処分や貸付を進めていきます。    

    

○○○○長期的視点長期的視点長期的視点長期的視点にににに立立立立ったったったった公共施設公共施設公共施設公共施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    

江別市が保有する施設のなかには、経年による老朽化や機能の低下が進行し、耐

震化工事や大規模改修が必要なものも少なくありません。人口減少や超高齢化社会

の進行に伴い、厳しい財政運営が迫られるなか、公共施設の運営経費が大きな負担

となりかねないことが予測されます。 

このため、財政収支とのバランスや適正な費用負担と市民の利便性と施設の効用

について、市が保有する施設のみならず、国や道、あるいは民間施設の活用も含め

て総合的かつ長期的な観点から検証し、施設維持管理のあり方を定めます。 
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○○○○広域化広域化広域化広域化のののの検討検討検討検討    

基礎的自治体としての責務を果たすということは、必ずしも全ての事務を単独で

担うことを意味するものではありません。事務等の内容によっては人口規模による

スケールメリットが有効となる場合や、ICT※8 の進展により広域での事務処理が効

果を生む場合も想定されます。 

効率的な行政運営のため、近隣市町村との連携をはじめ、広域化について検討を

進めます。 

 

○○○○行政評価行政評価行政評価行政評価のののの充実充実充実充実    

事務事業評価を活用した PDCA サイクル※9による絶え間ない事業の見直しや改善

を進め、不要・不急の事業については、積極的に廃止・休止の判断をします。これ

により事業の選択と集中を進めていきます。 

 

○○○○窓口窓口窓口窓口サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上    

ICT ネットワークを活用したコンビニでの証明書交付や市税納付を進め、窓口サ

ービスにおける市民の利便性向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※8 ICT（Information and Communication Technology ） 

ITとほほ同義語だが、情報通信技術のコミュニケーション性が強調された表現であり、近年日本でも IT

に代わる言葉として広まりつつある。 

※9 PDCA サイクル 

計画の立案から評価に至るまでの過程を、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の

サイクルとして表わしたもの。 
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６６６６．．．．成果指標成果指標成果指標成果指標    

 行政改革の推進状況は、３つの基本目標それぞれに数値化した指標を用いて測ります。 

    

    

［［［［１１１１］］］］市民参加市民参加市民参加市民参加とととと協働協働協働協働によるによるによるによる行政運営行政運営行政運営行政運営    

①市政に関する情報・広報の提供に満足している市民割合 

   ②市に意見を伝える機会・場所について満足している市民割合 

 

［［［［２２２２］］］］意識意識意識意識とととと能力能力能力能力のののの高高高高いいいい職員職員職員職員によるによるによるによる柔軟柔軟柔軟柔軟なななな行政運営行政運営行政運営行政運営    

①職員の意見が施策に反映できる組織・制度になっていると思う職員割合 

   ②コミュニケーションが良好で風通しのよい組織だと思う職員割合 

    

［［［［３３３３］］］］健全健全健全健全なななな財政財政財政財政とととと行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上をををを両立両立両立両立させたさせたさせたさせた行政運営行政運営行政運営行政運営    

①連結実質赤字比率   

   ②実質公債費比率 

   ③市からの各種行政サービスの内容・量に満足している市民割合 

 

 

７７７７．．．．推進計画推進計画推進計画推進計画のののの進行管理進行管理進行管理進行管理    

 行政改革推進計画の進捗状況は、学識経験者や公募市民等で構成される行政改革推進

委員会に定期的に報告し、行政外部の視点から必要な助言や評価を受けるものとします。 

 

８８８８．．．．結果結果結果結果のののの公表公表公表公表    

 上記の進捗状況や行政改革推進委員会からの意見等は、ホームページ等で公開し、市

民に対し報告していきます。 
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Ⅰ はじめに 

 

我が国は現在、少子・高齢化の進展や地球規模における循環型社会の構築に向けた意

識の高まり、更にはＩＴ（情報通信技術）の普及などによって、あらゆる分野で急速な

変革が進んでいます。 

また、総人口の減少やいわゆる「団塊の世代」の人々が大量に定年退職の時期を迎え

る２００７年問題など、かつて経験したことのない社会構造の変化についても、喫緊の

対応を迫られています。 

一方、日本経済は企業が生き残りをかけて積極的な自己変革に取り組んできた結果、

ＧＤＰの回復や不良債権の縮減など明るい兆しが見えてきたというものの、依然として

先行きの不透明な低成長経済の下にあり、国においても地方交付税の削減や税源の移譲

など、地方財政に関する三位一体の改革が推進される中で、歳出構造の見直しが強く求

められています。 

こうした状況は、地方行政にも大きな影響を及ぼしています。江別市においても現行

制度の見直しを全く行わないという条件の下で今後の財政見通しを試算すると、平成１

９年度以降は１２億円を超える収支差が想定される状況にあり、一般財源の枠配分によ

る徹底した歳出の見直しと市債発行の適正化を図り、また、歳入面では自主財源の拡充

を行うことによって、財政の健全化を進めていく必要があります。 

このような中で、今後、自主・自立が求められる分権型社会システムへの転換に対応

した都市経営を、地域（市民、ＮＰＯ・市民活動団体、民間企業等。以下同じ）全体と

の協働の中でどのように進めていくのか、行政が担うべき公共サービスの範囲と役割と

は何か、いま一度見詰め直す時期にあるものと考えます。 

以上のような現状に鑑み、江別市は地域全体と同じ目線に立った協働のまちづくりを

推進するために、事務事業の更なる精査を行うとともに事業の選択と集中を進め、成果

重視や顧客志向など民間企業の経営理念や手法などを積極的に公的部門に導入して、行

政部門の効率化や透明性の向上を図ろうとするＮＰＭ（ニュー・パブリック・マネジメ

ント）理論に基づく行政手法等を念頭に置いた行政改革を引き続き推進します。 

 

Ⅱ 行政改革の基本方向 

 

（１） 行政改革の位置付け… 3 つの視点 

 

江別市は、行政改革の意義を次のように位置付けます。 

 

１ 協働のまちづくり… 市民満足度の向上 

行政改革は、協働のまちづくりを進めるために市民をはじめとした地域全体の参加と
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行政の説明責任を強化するとともに、受益と負担のバランスを考慮しながら公共サービ

ス等に対する市民満足度を向上させることに寄与するものであること。 

 

２ 総合計画の効果的達成… 成果主義の視点 

行政改革は、行政の基本方針である総合計画等を効果的に実現するため、成果主義の

視点から行政システムの改革を推進するものであること。 

 

３ 最少の経費で最大の効果の達成… 効率性の重視 

行政改革は、ＰＤＳサイクルに基づき事務事業の廃止も含めた選択と集中を行い、財

源など限られた行政資源を有効に配分することにより、最少の経費で最大の効果を発揮

するものであること。 

 

（２） 行政改革の環境整備… ６つの留意点 

 

行政改革は、多様な市民ニーズ等に対応するために、行政自らが率先して時代の変化

を的確に把握し、かつ、継続的・組織的に推進していくことが重要です。 

また、行政改革を推進するためには、今まで以上に地域と行政との協働が不可欠な要

素となることから、職員一人ひとりがこれらの趣旨を十分に認識して、全庁的な取り組

みとすることができるよう、以下の点に留意した環境整備を行います。 

 

１ 協働の推進… 地域とのパートナーシップ 

まちづくりは、地域と行政が協働しながら進めるものであり、そのためにはそれぞれ

がその得意分野において参画しやすい環境を作る必要があります。 

こうしたことから、情報提供の強化や参画機会の拡充を図るなど、協働を推進するた

めの環境整備を行います。 

 

２ 人材の育成… 時代の要請に応えるために 

多様化する市民ニーズを的確に捉えたり、戦略的な自治体経営を行っていくためには、

実践的なマネジメント能力やコーディネート能力を有する人材の育成が急務と考えます。 

こうしたことから、平成１６年６月に策定した「江別市人材育成基本方針」に基づき、

時代の要請に応え得る人材の育成に努めます。 

 

３ 職員参加と継続的な改革… 職員全体の参加と情報の共有化による推進 

行政改革は、理念的なものから個別事務の改善策に至るものまで広範にわたりますが、

継続的・普遍的に改革を推進するためには、職員一人ひとりの意識改革のほか、問題の

所在や阻害要因の検証、その対応策などについて全庁的な情報の共有化と取組みが必要
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となります。 

また、行政改革は、単に経費節減を図ることだけではなく、職員一人ひとりの職務に

対する意欲や達成感が高まるように進めることも重要であります。 

こうしたことから、職員全てが改革の必要性を認識した上で、自主的な課題研究プロ

ジェクト等への参加や業務改善に係る職員提案が可能となるような組織風土の醸成と、

継続的な改革が行われる仕組みを構築します。 

 

４ 学習環境の整備… ベストプラクティス（優秀事例）の共有化 

行政の在り方を検討する際に重要なことは、他自治体や民間企業の先進的な事例と手

法を導入することにより改革のスピードと実効性を上げ、市民ニーズや環境変化への対

応力を向上させることです。 

こうしたことから、優れた業務手法などの学習環境を整備し、これらの全庁的な普及

を行う仕組みを構築します。 

 

５ 行政評価制度と人事考課制度の活用… 組織目標の明確化 

総合計画に基づいた施策がいかに効率的かつ効果的に遂行されたかをチェックする行

政評価制度と、職員の貢献度や達成手法等を評価する人事考課制度は、目標の達成に向

けた評価・検証手段として密接に連携しています。 

こうしたことから、今後、より一層精度を高めるため、行政評価制度と人事考課制度

それぞれの適用範囲と役割分担等を整理して、効率的な行政運営に努めます。 

 

６ 進ちょく状況の公表… 改革の進ちょく状況等の公表 

行政改革の進ちょく状況等は、行政の透明性及び説明責任の確保の視点から、広く対

外的に公表されなければなりません。 

こうしたことから、協働のまちづくりを推進するために、問題の所在や解決方法等に

ついて市民と共に考えていく必要があるため、今後も行政改革の進ちょく状況を公表し

ていきます。 

 

（３） 行政改革推進計画の策定… 数値目標の設定 

 

行政改革を進めるに当たっては、改善すべき項目に係る実施時期の設定や目標を数値

化するなどして、より具体的に取り組む必要があります。 

江別市では、平成１４年度から平成１６年度までの行政改革推進計画である「ｅｐｏ

ｃｈ２００２」に基づき、今までに改革項目の約９３％について目標を達成することが

できましたが、新たに平成１７年度を起点とした「ｅｐｏｃｈ２００５」を策定し、そ

の中で平成１７年３月２９日に総務省より示された「地方公共団体における行政改革の
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推進のための新たな指針」に基づく集中改革プランに示された項目も含め、具体的な行

政改革の推進と進行管理を行います。 

なお、計画期間は平成１７年度から２１年度までの５年間としますが、可能な限り前

倒しで達成できるよう努めます。 

 

※epoch（エポック）とは新時代を意味する言葉ですが、江別市の都市経営の姿が生まれ

変わることをイメージして名付けたもので、次の諸点の実現を象徴しています 

・ｅ … efficiency … 効率性 

・ｐ … performance … 成果主義 

・ｏ … openness … 公開原則 

・ｃ … collaboration … 協働 

・ｈ … harmony … 全体調和 

 

（４） 行政改革推進委員会の開催 

 

江別市行政改革大綱の策定及び改革の推進に関する必要な助言等を受けるために、有

識者及び公募市民からなる行政改革推進委員会を開催します。 

（現委員の任期は、平成１７年１０月１日から平成１９年９月３０日まで） 

 

Ⅲ 行政改革の推進項目 

 

１ 地域とともに歩む行政の推進… 地域との協働によるまちづくりを進めるために 

 

公共サービスの提供は、これまで主として行政が担うものと認識されてきましたが、

公共サービスの中には本来、ＮＰＯや市民活動団体の活動により提供されることが望ま

しいものや既に民間企業等が実施している同種のサービスのように、行政以外が主体と

なっても提供することが可能、若しくは相応しいと考えられるサービスも数多く含まれ

ており、今後は行政と地域が同じ目線に立って、それぞれが担うべき公共サービスにつ

いて役割分担を図っていく必要があります。 

こうしたことから、地域との協働によるまちづくりを推進するため、市は全事務事業

の点検・見直しと更なる情報公開を徹底し、時代の要請に応えた政策等の展開と新たな

公共空間の形成に努めるものとします。 

 

（１） 【市民意見の収集・反映】 

市民参加を推進し、地域との協働関係を構築するためには、一層の情報提供はもとよ

り、情報の双方向性の確保が重要なことから、主要計画の策定や施策等の内容などに関
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して幅広く意見やアイデアを反映させるパブリックコメントの制度化を目指します。 

また、電話による問合せ等を集中的に管理し、市民の利便性向上とデータベース化に

よる全庁的な情報の共有化を図る仕組みについても検討します。 

 

※パブリックコメント… 行政機関等が政策立案などを行うに際して、住民に広く素案を

公表し、それに対する意見や情報等を踏まえて最終的な意思決定を行うもの 

 

（２） 【ＮＰＯ・市民活動団体等との連携促進】 

多様化した市民ニーズに的確に応え、市民満足度を向上させるためには、行政がＮＰ

Ｏ・市民活動団体等と同じ目線に立って地域の課題を解決していく仕組みが必要となり

ます。 

こうしたことから、ＮＰＯ・市民活動団体等との連携を促進するほか、活動しやすい

環境づくりに努めます。 

 

（３） 【情報提供・説明責任の強化】 

地域がそれぞれの役割分担に基づく公共サービスの提供と行政に参加していくために

は、個人情報の保護を担保した上で、行政に関する様々な情報を日常的に接することが

できる機会を設けることが必要不可欠です。 

また、行政の意思決定などにおいては、何故このような決定に至ったかという明確な

理由を示すことができなければ、十分な説明責任を果たしたということができません。 

こうしたことから、ＩＴ等の整備を通して行政情報を積極的に提供し、行政の透明性

の確保と説明責任の強化に努めます。 

 

（４） 【市民満足度の向上】 

公共サービスは、今後、行政と地域全体の中の役割分担により、受益と負担のバラン

スを考慮しながら、それを担うのが相応しい主体が相互の連携により行うべきものです。 

こうしたことから、現在、行政が提供している事務事業やサービスの内容等を総点検

し、本質的にどのような形態が市民満足度の向上につながるのか、様々な評価手法を駆

使しながら検証を行い、サービスの質的向上を目指します。 

 

（５） 【自治基本条例の制定】 

自治体運営の基本原則や理念を明確にし、市民と議論する中で、自治体の憲法ともい

うべき自治基本条例の制定を目指します。 
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２ 総合的で柔軟な行政の推進… 市民ニーズや行政課題への総合的・弾力的な対応を図

るために 

 

行政改革を推進する主体はあくまでも「ひと・職員」であり、時代の要請に応える人

材の育成こそが最も重要であります。 

また、総合的・弾力的な行財政運営を推進するためには、組織の横断的な連携の強化

を図るとともに、広域的な視点を持って地域や他自治体などとの連携を視野に入れなが

ら課題の解決に取り組むことが必要となります。 

こうしたことから、市民ニーズや行政課題に効果的に対応する観点から、行政として

の総合力の発揮と目的達成への弾力的な取り組みに留意します。 

 

（１） 【人材育成の強化】 

今までの人材育成の在り方は、事務の遂行に必要な法律等の専門的知識を習得するこ

となどを主眼としてきましたが、急激な社会情勢の変化や新たな政策課題に迅速かつ柔

軟に対応できる人材の育成が急務となっております。 

こうしたことから、民間の経営感覚やプレゼンテーション能力、既成概念にとらわれ

ない柔軟な視点を持った人材の育成に努めます。 

 

（２） 【窓口サービスの向上】 

行政サービスの質的向上を図るため、接遇教育の徹底や、窓口サービスに関するアン

ケート調査を行うほか、複数の手続きを１か所で処理することができる総合窓口の検討

と執務スペースのレイアウト見直しなどについて検討します。 

 

（３） 【ＩＴ活用による行政サービスの向上】 

ＩＴを活用することにより、公共施設の利用申し込みや各種申請手続を電子的に行う

ことが可能となってきました。当市においても、ホームページの充実や電子申請化など、

費用対効果や技術動向等を見極めながら電子自治体への移行による利用者の利便性向上

策について検討します。 

 

（４） 【外郭団体の経営内容点検・サービス向上】 

外郭団体は、公共目的の達成に向けた補完的な組織として重要な役割を果たしてきま

したが、社会経済情勢の変化等に即応するとともに、柔軟に対応できるような組織とな

るよう見直しを行う必要があります。 

このようなことから、設立目的や業務内容等についての検証を行い、外郭団体の在り

方等に関する指針を策定するほか、情報公開を拡充して透明性の確保に努めます。 
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（５） 【公共施設の複合機能化・管理形態の見直し】 

既存施設の中には余裕スペースが生じている場合や、逆に狭隘化のため必要なスペー

スを確保できないという場合も少なくありません。 

こうしたことから、市有施設を経営資源と捉え、総合的に有効利活用等を図り、効果

的な維持保全による施設の長寿命化を進めるファシリティマネジメント（ＦＭ）の導入

可能性について検討するほか、既存施設に新たな機能を付加することによる施設の複合

機能化等についても検討します。 

また、公共施設の種類によっては、利用形態や設置目的などを見極める中でアダプト

制度をはじめとした市民管理の導入や民間活力を取り入れながらの施設管理手法の見直

しを行います。 

 

※ファシリティマネジメント（ＦＭ）… ファシリティ（施設とそれを取り巻く環境）に

ついて、これまでは主に適正な管理という視点から捉えていましたが、施設の有効的・

効率的な利活用という視点（経営的視点）へシフトすることにより、組織の横断的なア

プローチと最小の費用で最大の効果を得ようとする仕組みです。 

 

※アダプト制度… 養子縁組のことですが、市民や企業が里親となり、自治体等が管理し

ている公園や道路などを養子として美化活動や管理を行う仕組みです。 

 

（６） 【広域行政等の検討】 

各自治体が共同で取組むことによって、地域としての総合力を発揮できる場合もあり

ます。そのため、広域的な取組みの妥当性について十分な調査研究を行い、市町村合併

も含めた広域行政等の可能性について検討します。 

 

３ 効率的で質の高い行政の推進… 最少の経費で最大の効果を迅速に発揮するために 

 

行政の基本は、最少の経費で最大の効果を挙げることです。そのためには、行政資源

を投入する対象や目的等を明確にした上で効率的な手段によらなければなりません。 

また、健全財政の確保などに留意し、社会環境の変化に対応できる行政システムの構

築に努めます。 

 

（１） 【行政評価制度の充実】 

行政が行う施策や事務事業に関して、これらが市民に十分な価値を提供しているか、

あるいは費用対効果が妥当かなどについて判断したり、各施策や事務事業等の間に優先

順位を設定するなど、限られた行政資源を適正に配分する観点から、平成１３年度より

行政評価制度を導入しました。 



 9

今後は適用する事業範囲の拡大と第三者による評価の実施を検討するなど、説明責任

の強化と更なる行政資源の最適化に努めます。 

 

（２） 【指定管理者制度の導入など民間活力の活用】 

行政組織は、課題の解決やサービスの提供等を行うために存在しますが、市民ニーズ

の動向や課題に的確に対応するためには、民間活力を活用した方が市民満足度を向上さ

せることができる場合も少なくありません。 

こうしたことから、行政運営の効率化や市民サービスの向上等を図るため、民間活力

を活用することが適当な事務事業等については、行政責任の確保と個人情報の保護など

について十分に配慮した上で、公の施設の管理については指定管理者制度等を積極的に

導入するとともに、そのほかの事務事業についても可能な限り民間等への委託を推進し

ます。 

また、事務事業の内容によってはＰＦＩの適用可否、市場化テストの実施等について

も検討します。 

 

※指定管理者制度…公の施設の管理について、従来の管理団体が地方公共団体の出資法

人等に限られていた管理委託制度に代わり、議会の議決を経て指定される民間事業者等

の「指定管理者」が管理を代行する制度のこと。 

 

※ＰＦＩ(Private Finance Initiative) …公共施設などの設計、建設、維持管理及び運

営に民間資金やノウハウを活用し、効率的で質の高い公共サービスの提供を図る事業手

法のこと。 

 

※市場化テスト…これまで専ら「官」が担ってきた公共サービスについて、「官」と「民」

が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者がそのサービスの提

供を担っていくこととする制度のこと。 

 

（３） 【人事制度の見直し】 

ＩＴや国際化の進展、少子・高齢化の進行などの時代環境の変化は、社会経済の構造

を大きく変え、行政課題も複雑多様化してきました。一方、地方分権の進展と財政難の

中で地域の発展と自立を可能とするため、職員の資質の向上と効率的な都市経営が一層

求められるようになっています。 

こうしたことから、職員数の縮減を進めることによって少数精鋭の行政運営に留意す

るとともに、必要に応じて高度な知識を有する社会人の中途採用など、経営感覚の高い

人材を計画的に確保するほか、勤務意欲の向上を図りつつ人事制度を能力・実績に対応

したものに見直していきます。 
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（４） 【給与制度の見直し】 

国及び他の地方公共団体との均衡を図り、市民の納得と理解を得られるよう、給与の

適正化等に十分に配慮するほか、職員の職務に対する貢献度を給与面で反映するための

手法について検討します。 

 

（５） 【組織の見直し】 

行政を取り巻く環境変化や解決すべき行政課題に迅速・的確に対応するため、各部横

断的なプロジェクトチームを活用し、また、業務繁忙期などに人員を重点的に投入でき

るといったような柔軟で効率的な組織体制の構築を行うほか、施策の企画と遂行を一体

的に行い責任を明確にする観点から、先進自治体の例などを踏まえた施策別組織につい

ても検討します。 

 

（６） 【業務改善推進の仕組み作り】 

最少の経費で最大の効果を上げる観点から、組織的・継続的に行政の効率化や市民サ

ービスの向上等を図るため、業務改善活動を進める新たな仕組みを構築します。 

 

（７） 【健全財政の確保】 

厳しい財政環境の中で自立した都市経営を維持し、かつ、行政課題を解決していくた

めには、その基盤となる財政の安定性が不可欠なことから、行政評価と予算との連携に

留意しつつ、後年次の償還額を見極めた市債の活用など計画的・効率的な財政運営に努

めます。 

 

（８） 【自主財源の拡充強化】 

地方交付税は、当市の財政収入の大きな割合を占める主要な財源です。それだけに国

の財政構造改革に伴う地方交付税制度の見直しは、今後の財政運営に大きな影響を及ぼ

すことが懸念されます。 

こうしたことから、受益と負担の適正化や行政資源の有効活用、市税収納率の向上な

ど自主財源の確保策を強化します。 

 

（９） 【企業会計的手法の導入】 

地方自治体が採用している現金主義中心の公的会計制度だけでは、資産と負債等に関

するストックとコストの状況や将来負担等が分かりにくく、また、地方自治体全体の財

政状況は、公営企業会計等も含めた連結で見なければ全体像が把握できません。 

こうしたことから、公営企業会計等を含めた連結バランスシート（貸借対照表）等を

活用することにより企業会計的見地からの判断に努めます。 



江 別 市 行 政 改 革 推 進 計 画 

（平成 17年度～平成 22年度） 

達 成 状 況 報 告 

平成２３年１１月 

全５６項目 

平成 21年度まで 達成４７ 達成率８３．９％ 

平成 22年度まで 達成４８ 達成率８５．７％ 
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終了

達成

終了

終了

終了

達成
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達成

達成
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達成

達成

達成

達成

終了

終了

終了

終了

達成

達成

終了

終了

達成

終了

終了

達成

達成

達成

終了

終了

終了

３－３５　経費節減等の財政効果（水道事業会計／下水道事業会計）

３－３４　経費節減等の財政効果（病院事業会計）

３－２６　水道部電算システムの改修

※ その他（集中改革プラン） ３－３３　経費節減等の財政効果（一般会計）

なし（※連結バランスシートの作成）(9) 企業会計的手法の導入

３－１９　指定管理者制度の導入

３－１３　ＰＦＩ導入施設等の検討

３－１６　ごみ処理施設の委託の拡大

３－１７　リサイクルセンター業務の民間委託拡大

３－１８　保育サービスの民営化

１－０３　人事行政の運営等の状況の公表

(4)

取組項目

(5) 自治基本条例（仮称）の制定

(2)

江別市行政改革大綱・行政改革推進計画体系図（平成２３年１１月現在）

行政改革大綱

推進項目
行政改革推進計画(EPOCH2005)

１　地域とともに歩む行政の推進 (1) 【市民意見の収集・反映】 １－０１　審議会委員選定基準の見直し

１－０４　市民意見、要望等に関する対応の強化

１－０７　パブリックコメント制度化の検討

(2) 【ＮＰＯ・市民活動団体等との連携促進】 １－０８　市民活動団体等との連携促進

１－０９　男女共同参画推進基本条例（仮称）の検討

１－１０　男女共同参画基本計画の見直し

(3) 【情報提供・説明責任の強化】 １－０２　情報提供の充実（ホームページの充実）

【市民満足度の向上】 １－０５　市民アンケートの充実

１－０６　自治基本条例（仮称）の検討

２　総合的で柔軟な行政の推進 (1) 人材育成の強化 ２－０１　職員提案規則の改正

２－０５　計画的な人材育成

窓口サービスの向上 ２－０４　窓口総合化の検討

(3) ＩＴ活用による行政サービスの向上 ２－０３　各種申請・届出、申告等の電子化推進

(2) 指定管理者制度の導入など民間活力の活用 ３－１２　市場化テスト等の導入可能性に係る検討

(4) 外郭団体の経営内容点検・サービス向上 ２－０６　遊休公有資産の売却処分、貸付

２－０７　土地開発公社の経営健全化

２－０９　外郭団体の見直し等に関する指針・計画の策定

(5) 公共施設の複合機能化・管理形態の見直し ２－０２　ファシリティマネジメントの導入可能性に係る検討

２－１０　余裕（空き）教室の活用に係る検討

(6) 広域行政等の検討 ２－０８　合併の検討

２－１１　消防広域化の推進

３　効率的で質の高い行政の推進 (1) 行政評価制度の充実 ３－１４　行政評価制度の充実

３－２４　外部委託の拡大

３－２９　浄水場運転管理業務の外部委託

３－３０　水質等分析業務の外部委託

３－３１　水道料金・下水道使用料の収納代理業務委託

３－３２　選挙事務の効率化の検討

(3) 人事制度の見直し ３－０２　能力と実績に基づく人事管理導入

３－０３　（効率的な定員管理）職員定数の適正化

３－０４　自己申告制度、庁内公募制等の導入検討

３－２３　職員定数の適正化

３－２８　上下水道事業の一体的経営を目指す組織機構の見直し

(4) 給与制度の見直し ３－０５　給与制度の見直し

３－０６　特殊勤務手当の見直し

３－０８　福利厚生事業の公表

(5) 組織の見直し ３－０７　組織機構の見直し

３－１１　全庁的・継続的な業務改善活動の実施

(7) 健全経営の確保 ３－０９　プライマリーバランスの健全化

(6) 業務改善推進の仕組み作り

３－２５　下水道事業会計中期経営計画の策定

(8) 自主財源の拡充強化 ３－０１　広告事業の導入

３－２７　水道事業会計中期経営計画・「地域水道ビジョン」の策定

３－２２　人工透析患者の受入拡大

３－１０　入札制度の見直し

３－２０　江別市立病院経営健全化計画の策定

３－１５　事務事業の見直し

３－２１　病床利用率の向上



１．地域とともに歩む行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部広報広聴課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部広報広聴課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

（→　計画期間）

平成22（2010）年度

・市民アンケート調査の実施
（Ｈ２２．５）
・アンケート内容をA・Bに分割
5000人（2500人×2）

・公表の継続
（12月広報、ホームページ等）

35,087件／月
（トップページへのアクセス数）
（全ページへのアクセス数は
62,721／月）

・改正後の要綱に基づき審議会の
選定実施

・市民の声データベースのシステム
化
・電話問合せに対する市民の利便
性向上に係る方向性～２項目の検
討を行うも費用対効果などの面か
ら実施段階にはないと結論してい
る。

市民意見、要望等に関
する対応の強化（市民
の声システム等の検討
ほか）

・広聴マニュアルの更新

・広聴研修及び広聴手法の市民周

知

・市民の声のデータベース化検討

・同上

・市民の声データベース化および一

部情報（個人情報除く）の共有化実

施

市民意見、要望等に関する対
応の強化（市民の声システム
等の検討ほか）

・同上

・同上

・市民の声の一部情報共有化とデー

タベース化手法の検討

17年4月

　　　25,000件／月

18年4月

　　　30,000件／月

19年4月

　　　33,000件／月

      35,897件／月

（トップページへのアクセス数）

（全ページへのアクセス数は

65,452／月）

34,400件／月

（トップページへのアクセス数）

（全ページへのアクセス数は

64,536／月）

      22,317件／月

（トップページへのアクセス数）

（全ページへのアクセス数は

45,647／月）

      35,660件／月

（トップページへのアクセス数）

（全ページへのアクセス数は

53,537／月）

29,705件／月

（トップページへのアクセス数）

（全ページへのアクセス数は

62,950／月）

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

人事行政の運営等の状
況の公表

・公表実施要綱の制定

・要綱に基づく公表の実施（12月）

・同上

要綱施行（８月）
公表の実施（１１月）

・公表の継続

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

21年4月

　　　37,000件／月

20年4月

　　　35,000件／月

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

・同左

・電話問合せに対する市民の利便性

向上に係る調査研究

・手法及び内容等の検討

・同上

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

・要綱の作成
審議会委員選定基準の
見直し
【終了】

・同上

・要綱素案は策定済みであるが、一

部の基準設定について庁内調整が

必要なことから、全庁的な合意を得

たうえで決定

・19年10月　要綱制定

情報提供の充実（ホー
ムページの充実）

・手法及び内容等の検討

・公表の継続
(12月広報、ホームページ等)

・市民の声データベース（仮称）のシ

ステム化検討

・電話問合せに対する市民の利便性

向上に係る方向性の検討

・同上

NO 取組項目／主管課

1-01

1-05

成果（数値）目標・効果等

選定基準の見直し

平成17(2005)年度 平成18(2006)年度

上段：計画／下段：結果

・現行基準の分析

平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果

1-02

市民生活に密着したコンテンツ
の提供
※アクセス数
　25,000件/月⇒37,000件/月

・後期計画策定の初期値設定のた

め、1年前倒しで市民アンケート実施

（H20.9)　5000人（2500人×2）

・アンケート内容をA・Bに分割

・市民アンケート調査の実施

（Ｈ２１．５）

・アンケート未実施

次年度実施予定

1-03

地方公務員法及び人事行政の
運営等の状況の公表に関する
条例に従い公表

1-04
・市民の声データベース（仮称）のシ

ステム化

・電話問合せに対する市民の利便性

向上に係る方向性～２項目の検討

を行うも費用対効果などの面から実

施段階にはないと結論している。

同上

・市民アンケート調査の実施

（Ｈ１９．５）

市民アンケートの充実

・市民アンケート調査の実施（Ｈ１７．

５）

・実施

・総合計画の進ちょく状況等を
正確に把握するため、市民ア
ンケート調査の手法・内容等を
検討する
・調査を隔年に実施する

1



１．地域とともに歩む行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

生活環境部市民生活課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部企画課

・条例に基づき男女共同参画を推
進
・審議会の開催（３回）
・男女共同参画推進状況の公表

パブリックコメント（意見公募）手続
要綱施行
（平成22年4月1日）

施行後は要綱が適切に運用される
よう制度の周知を行い、実施状況
や結果を取りまとめて公表している
（H22年度　６件実施）

江別市自治基本条例を施行

（平成２１年７月１日）

・同上

平成22（2010）年度

自治基本条例施行後は、市民のま
ちづくりへの参加意識高揚や条例
の理念実現のため、市民や職員へ
の条例の周知・啓発を実施

【H22年度の主な取組み】
・自治基本条例のPR記事を掲載し
たコラボニュースを広報えべつ10
月号に折込み全戸配布
・H23.2.26 市民向けに自治基本条
例セミナー開催
・新人職員研修やノーツ掲示板で
の職員へ周知

・同上

市民活動センター「あい」が９月に

オープン

・自治基本条例と併せて検討

・同左

・市民活動センターの創設

・同上

江別市パブリックコメント(意見公募）

要綱の策定

（平成２２年４月施行）

・同上 ・同上

・市民懇話会による骨子（案）中間報

告

・セミナーの開催

・中間報告に基づく市民意見交換会

の実施

・同上

・条例及び基本計画検討委員会より

「江別市男女共同参画を推進するた

めの条例原案」の提出を受け、条例

原案に対する市民意見募集を実施

・「江別市男女共同参画を推進する

ための条例」制定、公布（２１年３月

３０日）

・条例原案に対する市民意見募集の

実施

・条例制定

・市民懇話会より「江別市男女共同

参画を推進するための条例」に関す

る提言書の提出

・男女共同参画のための条例及び

基本計画検討委員会の設置及び提

言書を基にした条例案の検討

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

・同上

上段：計画／下段：結果

・自治基本条例の検討
・検討過程における職員の政
策法務能力の向上と市民のま
ちづくりに対する参加意識の高
揚

1-09

条例の検討

・同上

1-08

男女共同参画推進基本
条例（仮称）の検討
【終了】

・協働のまちづくり支援事業への補

助（事業の掘り起こし）

・庁内の協働の取組強化

・協働のまちづくりの事例普及

・職員推進本部幹事による条例骨子

（案）づくりの検討

・男女共同参画推進基本条例(仮称)

市民懇話会の設置及び条例骨子

（案）づくりの検討

・条例案の検討

・骨子（案）づくり

・条例策定市民会議の設置

・条例（案）の検討

・条例（案）に係るパブリックコメント

等の実施

・協働のまちづくり活動支援事業へ

の補助（事業の掘り起こし）

・庁内の協働の取組強化

・協働のまちづくりの事例普及

1-06

・江別市自治基本条例（仮称）制定

審査委員会での条例原案の審査

・中間報告に対する市民意見の募集

・最終報告を市長に提出（20年12

月）

・自治基本条例を議会に提案（21年

3月）

・江別市自治基本条例（仮称）市民

懇話会提言内容の市民公表

・提言に基づき、条例原案を作成

・江別市自治基本条例（仮称）制定

審査委員会の設置（１９年１１月）、

及び条例原案の審査

・市民講演会の開催（２０年３月）

・職員ＰＴによる条例の調査研究の

継続

・江別市自治基本条例（仮称）市民

懇話会による条例の骨子づくり

○中間報告（８月）

　中間報告に基づく市民意見交換会

○最終報告（１９年３月）

　最終報告（提言書）を市長に提出

・職員ＰＴによる条例の調査研究継

続

・江別市自治基本条例（仮称）市民

懇話会による条例の骨子づくり

・条例制定市民会議の設置

・条例案に係る市民主体のシンポジ

ウム開催、パブリックコメント等の実

施

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果

自治基本条例（仮称）の
検討
【終了】

・職員ＰＴ（Ｈ１６．６設置）による条例

の調査研究の継続

・江別市自治基本条例（仮称）市民

懇話会の設置及び条例骨子づくりの

検討

・同上

・同上

1-07

パブリックコメント制度化の検
討パブリックコメント制度化

の検討
【終了】

市民活動団体等との連携促進
市民活動団体等との連
携促進

・同上

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度 平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

上段：計画／下段：結果

・協働のまちづくり活動支援事業へ
の補助（事業の掘り起こし）
・庁内の協働の取組強化
・協働のまちづくりの事例普及
・所管替（企画政策部→生活環境
部）

2



１．地域とともに歩む行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部企画課

（→　計画期間）

・条例及び基本計画（改訂版）に基
づき男女共同参画を推進
・審議会の開催（３回実施）
・男女共同参画推進状況（２１年度
実施状況）の公表

平成22（2010）年度

※未実施

・基本計画策定市民会議の設置

・男女共同参画のための条例及び

基本計画検討委員会の設置

・条例及び基本計画検討委員会より

「江別市男女共同参画基本計画見

直し素案」の提出を受け、基本計画

見直し素案に対する市民意見募集

を実施

・「江別市男女共同参画基本計画（２

００９年改訂版）」策定（２１年３月）

・計画の見直し案の検討

・計画見直し案に対する市民意見募

集の実施

・計画の見直し

平成19(2007)年度 平成20(2008)年度

中間年に見直しを行う

平成18(2006)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果

男女共同参画基本計画
の見直し
【終了】

1-10

3



２．総合的で柔軟な行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部情報推進課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

（→　計画期間）

・申請届出書等のダウンロードの
み実施（平成２２年度利用件数は１
８件）
・平成２１年度に引き続き、簡易申
請システムを利用した情報セキュリ
ティ自主点検を行っている。
＊電子申請は北海道電子自治体
共同運営協議会においてリニュー
アルしたが、新システムの内容を
精査し、導入について今後検討す
る。

・検討委員会の検討結果を踏ま
え、
　｢江別公共建築物保全マニュア
ル｣
　を策定し、庁内に周知

・改正後の規則等に基づき、職員
提案制度を運用

・児童手当制度の子ども手当制度
への移行に伴い、子どもに関する
業務として所管業務を健康福祉部
国保年金課から健康福祉部子育て
支援室子ども家庭課に移管

平成22（2010）年度NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

2-01

職員提案規則の改正
【終了】

提案しやすい職員提案制度を
確立する

・問題点等の整理

・同上

・規則の改正

・職員提案制度の有効活用と制度運

用の改善を図るため、職員提案規則

の一部を改正

・19年度において、職員提案制度の

周知及び提案募集を開始

・提案募集に応募が４件あり、

　審査会を経て、優秀賞１件、佳作３

件として表彰

・導入状況等の調査 ・導入可否の決定

2-02

ファシリティマネジメント
（ＦＭ）の導入可能性に
係る検討

ファシリティマネジメント（ＦＭ）
導入可否の決定

・ファシリティマネジメント（ＦＭ）に関

する研究

・同上

・北海道のファシリティマネジメント導

入に関する基本方針、実施方策、実

施体制等の取組状況を調査検討

・ＦＭ関連業者による職員研修会の

開催及び道内他市における施設

データ管理システムの調査

・検討委員会を設置し、２回開催。

ファシリティマネジメント導入の基本

方針について、検討中

・検討委員会で、ファシリティマネジ

メント導入について、検討

・市の施設状況や組織体制、事務量

などを踏まえ、より合理的な取組方

策について、継続して調査検討

・公表の継続

(12月広報、ホームページ等)

・検討委員会で、ファシリティマネジ

メント導入について、検討

・市の施設状況や組織体制、事務量

などを踏まえ、より合理的な取組方

策について、継続して調査検討

・申請届出書等のダウンロードセン

ター開設

・申請届出書等のダウンロードセン

ター運用

・電子申請受付等の運用

2-03

各種申請・届出、申告等
の電子化推進

北海道及び道内市町村と共同
で開発する電子申請等システ
ムの効果的運用を図る。
・様式等ダウンロードセンター
開設運用
・電子申請受付等の一部開始

・電子申請等システム開発への参加

・同上

　３月末に所定のシステム納品

2-04

窓口総合化の検討

市民の利便性向上 ・庁舎レイアウト再編の検討

・同上

・申請届出書等のダウンロードセン

ター開設済み

（平成１８年度利用件数は８６７件）

・申請届出書等のダウンロードのみ

実施（平成１９年度利用件数は２２９

件）

＊電子申請は先行して実施した他

団体ではほとんど利用されていない

ため、江別での実施は検討中

・申請届出書等のダウンロードのみ

実施（平成２０年度利用件数は４８

件）

＊電子申請は先行して実施した他

団体ではほとんど利用されていない

ため、江別での実施は検討中

・申請届出書等のダウンロードのみ

実施（平成２１年度利用件数は５８

件）

＊電子申請は現在北海道電子自治

体共同運営協議会においてリニュー

アルに向けた作業を行っており、そ

の動向を見極めながら、導入につい

て検討する。

・福祉課が担当していた障がい児に

関する業務（療育手帳、福祉手当な

ど）を子ども家庭課に移管

・後期高齢者医療保険料の収納管

理業務と介護保険料の賦課収納業

務を一体で行なう体制とするため、

介護保険料の賦課収納業務を医療

助成課に移管

・総合的な環境行政を推進するた

め、環境室を一庁舎体制に変更

・保育事業と学童保育事業に関する

窓口の一元化

・子育て支援に関する窓口一元化の

検討
・庁舎レイアウト再編

・子育て支援室、子ども家庭課の新

設

（保育事業と学童保育事業に関する

窓口の一元化実施）

4



２．総合的で柔軟な行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部契約管財課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部契約管財課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部企画課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

（→　計画期間）

・各種事業の状況を勘案しつつ売
却処分を実施

2画地売却　　 　 54,221㎡
売却処分価格　  13,471千円

・幹部研修、フォロー研修の実施、
個別の研修評価の実施等、一部の
研修内容を見直しした
・基本方針の実施計画の作成には
至っていない

平成22（2010）年度

指針に基づき、引き続き外郭団体
の経営評価を継続
（H22年度中は未実施）

・土地開発公社理事会で解散を決
定
・第３回市議会において解散議決
・3月30日北海道知事より解散認
可
・平成23年上期に解散手続き完了
予定
・買戻面積　　 　７６，０２８㎡
  買 戻 額  　 １，９２４，９３０千円
･代物弁済     １，８４９，７７６千円
　土地面積　　 １０２，２６１㎡
　建物面積　　　    　 ６５９㎡

平成20年9月30日で合併協議会は
廃止となった

・（仮称）人材育成基本方針実施計

画の作成及び一部実施

・（仮称）人材育成基本方針実施計

画の実施

2-05

計画的な人材育成

計画的な人材の育成 ・研修計画の見直し

・同上
・（仮称）人材育成基本方針実施計

画検討、作成準備

・（仮称）人材育成基本方針実施計

画検討、作成準備

・（仮称）人材育成基本方針実施計

画検討、作成準備

・（仮称）人材育成基本方針実施計

画検討、作成準備

・同左

・定期借地権貸付導入の検討

・同左

・定期借地権貸付の実施

2-06

遊休公有資産の売却処
分、貸付

売却処分を基本とし市内土地
区画整組合の保留地販売状況
や顔づくりの進捗状況を勘案し
つつ売却を進める。

・各種事業の状況を勘案しつつ売却

処分を実施

・同上

３画地売却　　  ６２９．０４㎡

売却処分価格　 １７，５７０千円

・同上

６画地売却　　  ５，１７４．９８㎡

売却処分価格　 ７０，０４０千円

業務用借地権設定契約締結　1件

４，４９４㎡　年額１，６１７，８４０円

20年間定期借地

※適地なく未実施
・１画地売却計画　1606㎡

売却処分価格　22,000千円

2-07

土地開発公社の経営健
全化

長期保有地の解消及び公社体
制の見直し
（事業期間１３年度～２５年度）

・財政状況に基づく買い戻し

・同上
買戻面積　　４，１７２㎡

買 戻 額　　 １２８，７７６千円

・同上
買戻面積　　３，７８３．２４㎡

買 戻 額　　 ７０，４１２千円

・同上
買戻面積　　３，７８３．２４㎡

買 戻 額　　 ７０，４１２千円

・同上
買戻面積　　０㎡

買 戻 額　　 １４８，２８１千円

・同上
買戻面積　 １９，２１３㎡

買 戻 額　　 ２４８，３７７千円

・北海道より示される合併の推進に

関する構想について検討

・関係市町村との協議

・合併協議会の運営

・合併協議会だよりの発行

・合併協議会ＨＰの立ち上げ

・新市基本計画の策定

・住民説明会の開催

2-08

合併の検討
【終了】

合併の検討

（１９年度に計画変更）

・合併に関する市民説明会、団体意

見交換会の実施

・合併構想組合せ市町村との意見交

換

・合併協議会の設置

・合併協議会の運営

・合併協議会だよりの発行

・合併協議会ＨＰの立ち上げ・運営

・新市まちづくり計画策定の調査・研

究

・合併に関する住民説明会の開催

・第11回合併協議会で合併協議会

の解散を決定し、両市村の議会議決

を経て、9月30日で合併協議会を廃

止

・指針／計画の検討 ・指針／計画の策定及び公表

2-09

外郭団体の見直し等に
関する指針・計画の策
定

役割の検証、一層の情報公開
等を含めた総合的な指針・計
画の策定

・同上 同上
外郭団体の経営評価等に関する指

針策定

指針に基づき、外郭団体の経営評

価実施

平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度 平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
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２．総合的で柔軟な行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

教育部学校教育課

H17 H18 H19 H20 H21

消防本部庶務課

（→　計画期間）

平成22（2010）年度

学校適正配置基本計画を踏まえた
空き教室の活用方法の検討のた
めに、余裕教室の実態調査を行っ
た

・江別市が更新整備を行った、通
信指令システムの共同整備、並び
に共同運用について協議検討を進
めたが、石狩北部からは、単独整
備とする方向性が示され、消防の
広域化、及び指令の共同化、共に
ただちに協議検討を推し進めるの
は困難な状況にある。

・消防救急無線デジタル化につい
ては、札幌市を受託団体とした石
狩振興局管内の共同整備にかか
る実施設計を行い、工事費の算出
及び仕様書の作成を行った。

・検討委員会の開催

・検討案の取りまとめ

・学校、担当部局間の調整

・学校、担当部局調整

・予算措置
・空き教室の活用

上段：計画／下段：結果

平成21(2009)年度平成18(2006)年度

2-10

余裕（空き）教室の活用
に係る検討

市内市立小中学校の余裕（空
き）教室の活用検討

・検討委員会の開催

・同上 ・同上
・江別小学校の余裕教室を柔道練

習場として整備
・余裕教室の実態調査

空き教室等について、学校適正配置

化計画の中で活用を検討していく

・通信指令管制業務の共同運用化

実施検討委員会の設立（専門部会

の設置）

・規約等の作成

・議会関係事務

・運用基準（案）作成事務

「北海道消防広域化検討協議会」で

年度末迄に計画の策定予定

・消防広域化推進計画

・消防救急無線広域化・共同化整備

計画

・消防指令業務の共同運用整備計

画

・広域化・共同化の推進計画及び整

備計画との関係自治体との調整
・広域消防運営計画の作成等

2-11

消防広域化の推進

通信指令管制業務の共同運用
・人的合理化
・導入費用及び維持費用の削
減
・近隣相互応援の円滑化

（１９年度に計画変更）

・通信指令管制業務の共同運用に

向けた石狩管内５消防本部による勉

強会の実施

・同上

「北海道消防広域化検討協議会」が

道主導で平成１８年５月に設置さ

れ、現在検討協議中である。

「北海道消防広域化検討協議会」に

おいて、「北海道消防救急無線広域

化・共同化及び消防指令業務の共

同運用に係る整備計画」策定に向け

検討中であり、併せて道央地区（石

狩・空知・後志支庁）における「道央

地区消防救急無線共同整備等実施
計画」策定に向け検討中である。

平成２０年３月には、北海道におい

て「北海道消防広域化推進計画」を

策定した。

　消防救急無線広域化業務は、北海

道の整備計画に基づき、札幌市を受

託団体とした石狩支庁管内の共同

整備に係る合意を調整済み。また消

防指令業務は石狩北部地区消防事

務組合消防本部と共同運用を視野

に入れた共同化を調整中である。

　消防広域化は、管内5消防本部で

検討委員会を設置し協議した結果、
千歳市・恵庭市・北広島市の3市が

一つの枠組みで先行して広域化を

進め、江別市と石狩北部地区消防

事務組合消防本部が、今後引き続き

協議検討することとなった。

・消防救急無線広域化業務は、北海

道の整備計画に基づき、札幌市を受

託団体とした石狩支庁（現振興局）

管内の共同整備に係る基本設計を

行った。

・消防指令業務及び消防の広域化

は、石狩北部と引き続き協議検討を

進め、特に市が平成22年度に更新

整備を予定している通信指令システ

ムの共同整備をひとつの軸とした中

で検討を進めた。
・平成22年3月には、管内からの組

合わせ変更に係る申し出や、組合わ

せに対する地域の確認などを経て、

「北海道消防広域化推進計画」の組

合せ改訂編が策定され、札幌圏の

「北部」と「南部」の二つの圏域で、よ

り具体的な協議検討をすることとさ

れた。

平成19(2007)年度

上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成20(2008)年度
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３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

（→　計画期間）

平成22（2010）年度

平成23年4月1日現在、799人
（＋5人、延べ△46人）

・広告掲載要綱に基づき、公告事
業を実施

・第４回職員アンケートの実施
・アンケート結果による制度運用の
見直しを検討

・人事院勧告尊重、国家公務員準
拠による給与改定の実施
・自己所有の住居手当廃止

・自己申告制度試行継続

上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

3-01

広告事業の導入
【終了】

広告事業を行い自主財源を確
保する

・広告事業の可能性について検討

・同上

・要綱の制定

・事業の一部実施
・実施

･広告事業の基本指針となる広告掲

載要綱を制定し、掲載基準等を明確

化した

・市のホームページにバナー広告の

掲載を決定し、実施済み

・19年度納税通知書等の発送用封

筒裏面に広告掲載を決定

・同左

・係長職～主幹職の試行継続

・主任職以下の試行実施

3-02

能力と実績に基づく人事
管理導入

職員の能力、実績、適性の適
正な評価
自己目標設定による意欲の向
上

・課長職以上で考課結果の勤勉手

当への反映を実施

・係長職～主幹職の試行継続

・同上 ・同上 ・係長職～主幹職の試行継続 ・係長職～主幹職の試行継続 ・係長職～主幹職の試行継続

3-03

（効率的な定員管理）職
員定数の適正化

22年4月1日現在の医療職を除
く職員数を17年4月1日と比較し
て４．６％削減する。
845人→806人（39人）

（起点）

845人

平成17年4月1日現在

平成18年4月1日現在、837人（△８

人）

平成19年4月1日現在、818人

（△19人、延べ△27人）

平成20年4月1日現在、802人

（△16人、延べ△４３人）

平成21年4月1日現在、796人

（△22人、延べ△49人）

平成22年4月1日現在、794人

（△2人、延べ△51人）

3-04

自己申告制度、庁内公
募制等の導入検討

意欲を尊重する人事
・自己申告制度試行継続

（試行範囲を課長職まで拡大）

・同上

・自己申告制度試行継続

・自己申告制度への庁内公募制組

込みの検討

・要綱等作成、本格実施 ・継続実施

・自己申告制度試行継続 ・自己申告制度試行継続 ・自己申告制度試行継続
・自己申告制度試行継続

（一般職の様式見直し）

・制度設計、見直し案作成 ・給与構造の見直し実施

3-05

給与制度の見直し
【終了】

人事院勧告を尊重し国家公務
員の給与制度に準じた給与構
造の見直しを行う

・人事院勧告の制度に係る情報収集

・見直しに当たっての課題整理

・同上

・同上

（*給与条例改正（3月）

　　　<H19年4月施行>

　*実施に向けた具体的準備)

同上

7



３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部職員課

※プライマリーバランス～地方債関係の歳入・歳出を除いた基礎的収支のこと

H17 H18 H19 H20 H21

総務部財政課

H17 H18 H19 H20 H21

総務部契約管財課

（→　計画期間）

・職員配置運用計画に基づき、参
事職の新設等、一部組織機構の見
直しを実施

・特になし

・公募型の指名競争入札につい
て、郵便入札を本格的に実施
・総合評価型入札を１件試行

公債借入(見込)       6,238百万円
公債償還元金(見込) 3,964百万円
年度末公債残高(見込) 38,524百
万円

・福利厚生事業の公表（12月）

平成22（2010）年度

・見直し条例の施行

上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

3-06

特殊勤務手当の見直し
【終了】

特勤手当条例の見直し ・特殊勤務手当の見直し案作成

・同上

　特殊勤務手当条例改正（３月）

　１８年４月施行

・同上

・組織機構の改編を検討

3-07

組織機構の見直し

施策の適正な実施体制 ・組織機構のあり方を継続検討

・同上 ・同上 ・同上 ・同上 ・同上

3-08

福利厚生事業の公表
【終了】

福利厚生事業を公表し、透明
性を高める

・補助金に係る要綱等の整備 ・補助事業経理の明確化 ・福利厚生事業の公表（12月）

・同上

・プライマリーバランスの分析及び収

支均衡の確保

補助金に係る要綱の施行（8月） ・同上（1１月）

3-09

プライマリーバランスの
健全化

・地方債に係る財政指標の健
全化
・中期的な収支均衡の確保

・財政見通しと地方債残高の推移の

検証

・同上

公債借入　　　　　　 　　1,841百万円

公債償還元金      　  　4,359百万

円

年度末公債残高       41,675百万円

公債借入　          2,441百万円

公債償還元金        4,138百万円

年度末公債残高     39,978百万円

公債借入　　　　　　　　1,944百万円

公債償還元金　　　　   4,323百万円

年度末公債残高 　　　37,599百万円

公債借入2,524百万円

公債償還元金3,872百万円

年度末公債残高36,250百万円

3-10

入札制度の見直し

・新入札制度の検討
・工事格付基準の変更

・システム検討委員会による工事格

付基準変更の検討

・同上

・システム検討委員会による工事格

付基準変更の検討及び準備

・郵便入札の試行

・技術提案型入札制度の調査

・新基準による工事格付の実施

・郵便入札の試行

・技術提案型入札制度の検討

・郵便入札の試行

・技術提案型入札制度の検討

・郵便入札の試行を経た結果を踏ま

え賛否の確定

・技術提案型入札制度の検討

・素早い変化に対応できるよう、直近

の評点で工事登録業者の格付を決

定する方法に、工事格付基準を変更

・郵便入札試行要綱を作成、2件実

施

・技術提案型入札制度について、国

及び道の動向に注目し、資料を収集

・新基準による工事格付の運用を実

施

・公募案件の約8割において郵便入

札を実施

・フォーラムや国・道で開催の説明

会に出席

・公募案件の9割弱において郵便入

札を実施

・総合評価型競争入札に関する説明

会等に出席

・郵便入札本格実施に向け実施要

綱を策定

・総合評価型競争入札試行実施に

向け、関連規定等の作成準備に着

手

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
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３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

H17 H18 H19 H20 H21

企画政策部政策調整課

（→　計画期間）

職員提案制度、人事考課制度、事
務事業評価の運用の中で、全庁
的・継続的な業務改善を実施

事務事業評価を実施
　改革版公表　４５７事業
　２３年度予算
　経費削減効果２７，３３５千円

・特別会計の運用試行準備中

・行政評価外部評価導入
　施策達成度評価について、学識
者・有識者・公募市民で構成される
外部評価委員会による外部評価を
実施
（H22年度は6施策について実施）

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億
円、運営費１億円以上）の施設建
設なし

庁内検討委員会での検討の結果、
市場化テスト等を導入すべき事務
事業は無かったが、市場等の動向
によっては再度検討を行う

平成22（2010）年度

・様式及び運用手順書の作成

・職階別職員説明会の開催

・実施

・実施

3-11

全庁的・継続的な業務
改善活動の実施
【終了】

職員の業務改善に係るスキル
の向上等を図るため、組織対
応型業務改善活動の定着を図
る

・行政改革推進本部部会による調査

研究の実施

・業務改善プロジェクトの検証等

・同上 ・同上

・職員提案制度、人事考課制度、事

務事業評価の運用の中で、全庁的・

継続的な業務改善を実施

・制度の調査検討 ・基本方針の策定

3-12

市場化テスト等の導入
可能性に係る検討

公共サービスに係る経費節減
と質的な向上を図るため、市場
化テスト・民間提案制度の導入
可能性について検討する

・同上 ・庁内検討委員会を設置し、検討中 ・同左
・庁内検討委員会にて検討結果報

告

3-13

ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ
Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）導入施設等
の検討

導入施設等の検討 ・検討

・同上

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、

運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、

運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、

運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、

運営費１億円以上）の施設建設なし

・同上

ＰＦＩ対象規模事業（建設費１０億円、

運営費１億円以上）の施設建設なし

・特別会計への導入検討

・外部評価の検討

・一部特別会計の運用試行

・行革推進委員会等における外部評

価の試行

3-14

行政評価制度の充実

・一般会計以外への適用範囲
拡大の検討
・外部評価の検討

・同上

・行革推進委員会において外部評価

の試行実施

・特別会計の運用試行準備中

・行革推進委員会において外部評価

手法を決定済、総合計画後期計画

期間において実施予定

・同左 ・同左

3-15

事務事業の見直し

行政評価制度に基づく評価対
象事務事業の見直し

・実施

・同上

　改革版公表５３７事業

　１８年度予算

　　経費削減効果８７，９０５千円

・同上

　改革版公表５２１事業

　１９年度予算

      　経費削減効果２６，５０８千円

・同上

　改革版公表５２５事業

　２０年度予算

　　　経費削減効果３１，５９１千円

・同上

　改革版公表　４１３事業

　２１年度予算

　　経費削減効果３５，８０９千円

・同上

　改革版公表　４４１事業

　２２年度予算

　経費削減効果３０，２２１千円

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
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３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

生活環境部環境室清掃
管理課（参事）

H17 H18 H19 H20 H21

生活環境部環境室清掃
管理課

H17 H18 H19 H20 H21

健康福祉部子育て支援
室保育課

H17 H18 H19 H20 H21

各施設の所管課

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

（→　計画期間）

新たに１施設導入（野幌鉄南地区
センター）
導入済施設　２６６施設

・江別市立保育園の整備と運営等
に関する計画を策定・公表し、保護
者・議会・保育園職員・他関係機関
へ説明会を実施

・上記計画に基づく、みどり保育園
の民設化及びつくし保育園の民設
民営化について保護者説明会を実
施

・委託継続

・委託継続

・平成２０年度～平成２２年度計画
期間終了

・平成２３年度～平成２５年度計画
策定（平成２３年３月）～前計画を
基礎に見直しを行い策定

平成22（2010）年度

長期包括的なごみ処理施設委託の

検討

・関係者協議

・アドバイザーコンサルティング調査

委託（事業推進体制の検討、コスト・

技術評価のアドバイス等）

・技術評価委員会の設置

・委託開始

上段：計画／下段：結果

3-16

ごみ処理施設の委託の
拡大
【終了】

ごみ処理施設の長期包括的な
委託による経費節減

・同上

・選定委員会の設置

・実施方針の公表

・第１次、第２次募集

・19年10月より長期包括的運営管理

委託開始

・維持管理業務等委託拡大の検討

・関係者協議
・委託開始

3-17

リサイクルセンター業務
の民間委託拡大
【終了】

リサイクルセンター維持管理業
務等の委託拡大

・同上
・19年4月より全部民間委託（運営維

持管理）開始

・父母への説明会

・議会への説明

・社会福祉審議会の答申

・民営化の適否の決定

・民営化実施園の検証、将来計画の

検討

・次世代育成支援行動計画後期計

画策定に合わせて将来計画の決定

3-18

保育サービスの民営化

市立保育園を公設民営化する
→民営化数１～２園、民営保育
園の定員割合60～70％(現在
52％）

・市立保育園の今後の運営のあり方

についての父母との意見交換会

・議会への説明・社会福祉審議会へ

の諮問

・同上

・社会福祉審議会の答申、公設民営

化基本方針の策定
・父母、議会への説明

・公設民営化（１園）委託事業者内定

・委託事業者との引継ぎ（合同保育）

の実施

・みどり保育園の運営業務委託を開

始（フォロー説明会、アンケート等の
実施）

・江別市立保育園のあり方計画検討

委員会の設置及び報告書策定

・みどり保育園引継保育は19年度で

終了し運営業務委託を継続実施

・あり方計画検討委員会報告書の基

本方針に基づき、8月に「（仮称）江
別市立保育園の整備と運営等に関

する計画（案）」を作成

・計画（案）に対する関係団体、機関

からの意見聴取、パブリックコメント

を実施

・みどり保育園第三者評価実施

・認定こども園１園開設

3-19

指定管理者制度の導入

市民サービスの向上とコスト縮
減等を図るため、公の施設の
管理に係る指定管理者制度を
導入

・導入対象施設の決定

・手続条例の制定、設置条例の改正

・指定手続の実施

・同上

・市民会館外計２６施設導入

・その他の対象施設に係る導入準

備、環境整備、指定手続等

・その他の対象施設に係る導入準

備、環境整備、指定手続等

・計画の見直し、公表

・同上

・モニタリング手法の検討、実施

・公園外　計２３８施設で新規導入

　導入予定施設２８７施設中　２６４

施設導入済み

・同上

　導入済施設　２６４施設

・地区センター１施設導入

・導入済施設のうち２８施設更新手

続実施。

・同上

・病院健全化推進委員会の設置

・平成17年度行動プランの活動実績

評価

・平成18年度行動プラン進捗状況の

把握

・新たな病院経営健全化計画の策

定、公表

3-20

江別市立病院経営健全
化計画の策定
【終了】

経営健全化計画（行動プラン及
び財政計画）を策定し公表す
る。

・計画の策定、公表
（１年前倒し）

・計画の見直し、公表

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果上段：計画／下段：結果
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３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局管理課

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課・下水道
施設課

（→　計画期間）

・２７４人→２９８人（＋２４人）
　前年度比較　２４人
　　看護職員　１６人
　　コメディカル　８人
　（平成２３年４月１日現在）

受入患者数７３人
（平成２３年３月実患者数）

一般病床利用率　６９．８％
精神病棟利用率　６８．７％

平成22（2010）年度

策定した計画を運用中

平成２３年度中の物流ＳＰＤ業務委
託化準備

・一般病床利用率 　93.5%

・精神病床利用率 　95.0%

NO

3-21

病床利用率の向上

　　　　    (H17年度)(H21年度)
・病床利用率
　一般病床　85.0%　→　93.5%
　精神病床　62.6%　→　95.0%

・一般病床利用率 　85.0%

・精神病床利用率 　62.6%

市立病院事務局経営企
画室

・一般病床利用率 60.9%

（休止病棟なし）

・精神病床利用率 76.9%

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

3-22

人工透析患者の受入拡
大

　　　　　  (H17年度)(H21年度)
・受入患者数　60人　→　80人

・受入患者数　 60人 ・受入患者数　80人

　受入患者数　52人

　　（平成19年3月実患者数）

受入患者数　52人

　　（平成20年3月実患者数）

受入患者数 60 人

（平成21年３月実患者数）

受入患者数 63人

（平成22年３月実患者数）

3-23

職員定数の適正化

医師を除く病院の正職員を314
人（H17.4.1)→284人（H22.4.1)
に削減する。（△9.6%）

（起点）

314人

平成17年4月1日現在

３１０人（医師職を除く）

平成１８年４月１日現在

　・310人→２３４人（△76人）

 　前年度比較　△７６人

　　　看護職員△６５

　　　コメディカル△６
　　　行政職△２　　技能労務職△３

　　　　（平成１９年4月1日現在）

・234人→233人（△1人）

　前年度比較　△1人

　　看護職員＋5

　　コメディカル△3
　　行政職＋1　技能労務職△4

　　（平成２０年４月１日現在）

・233人→264人（+31人）

　前年度比較　31人

　　看護職員＋28

　　コメディカル+2
　　行政職＋1

　　（平成21年4月1日現在）

・264人→274人（+10人）

　前年度比較　10人

　　看護職員+9人

　　行政職+1人
　（平成22年4月1日現在）

3-24

外部委託の拡大
【終了】

・検体検査委託の一部拡大
(H19年度）
・給食調理業務委託（H20年
度）
・中央材料室業務委託（H20年
度）

・検体検査業務委託の一部拡大

（１年前倒し）

・給食調理業務、中央材料室業務の

委託

・給食調理業務、中央材料室業務の

委託

・調理員退職不補充（1名）

　調理員所属替（2名）

　栄養士所属替（１名）

・検査技師３名退職不補充

　　　　（一部非常勤化）

・給食委託による職員減

　退職　調理員2名

　所属替　調理員1名、栄養士1名

・中央材料室業務委託

　所属替　看護師2名

・中期経営計画の策定・公表

3-25

下水道事業会計中期経
営計画の策定
【終了】

第９次下水道事業財政計画（Ｈ
19～21＋２カ年）の策定と併せ
て中期経営計画を策定する

・中期経営計画の策定・公表（２月）

取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度 平成18(2006)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

　一般病床278床、精神病床59床　一般病床278床、精神病床130床

　・一般病床利用率 　52.6%

　　　（　8月から東５病棟、

　　　　10月から西５病棟休止）

　・精神病床利用率 　52.8%

・一般病床利用率　49.7%

（5月から西３病棟休止、西５病棟再

開）

・精神病棟利用率　62.9%

・一般病床利用率 67.9%

（４月から東５病棟再開、休止病棟

は１病棟（西３病棟のみ）

・精神病床利用率 81.7%

上段：計画／下段：結果

平成19(2007)年度
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３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課・水道整
備課

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課

H17 H18 H19 H20 H21

水道部浄水場

H17 H18 H19 H20 H21

水道部浄水場・浄化セン
ター

（→　計画期間）

（浄水場）
・水質分析：水質基準項目５０項
目、管理目標設定項目19項目を外
部委託継続
・水質係を浄水係に統合

（浄化センター）
・土壌分析のサンプリング等を外部
委託継続

・現在も委託継続

・職員　８名体制（H２3．４．１）

６課72名（H23.4.1現在）

策定した計画を運用中

平成22（2010）年度

導入したシステムを継続使用中3-26

水道部電算システムの
改修
【終了】

庁内コンピューターシステムの
管理コストの縮減と情報セキュ
リティを確保するため、新たな
システム（ＳＢＣシステム）を再
構築する。

・新たなシステム導入に向けた検討

（水道部電算システム等検討委員

会）

・同上

・ＳＢＣシステムの導入・構築

・「地域水道ビジョン」の策定・公表

・同上

3-27

水道事業会計中期経営
計画・「地域水道ビジョ
ン」の策定
【終了】

第１０次水道事業財政計画（Ｈ
19～21＋２カ年）の策定と併せ
て中期経営計画を策定する
　「地域水道ビジョン」を平成２
０年を目途に策定する。

・「地域水道ビジョン」策定中

・６課７０名（２２．４．１）

H21.9.1～9.30パブコメ実施

「江別市水道ビジョン」策定

平成２１年12月1日

・６課７５名（１９．４．１）

外数
（水道サービス公社　２名　△１）

（起点）

7課16係（77名）体制

平成17年4月1日現在

外数　水道サービス公社　５名体制

・６課１５係７５名（１８．４．１）

（前年比　△１課、△１係、△２名）
外数　（水道サービス公社　３名）

・６課７１名（２１．４．１）

3-29

浄水場運転管理業務の
外部委託
【終了】

浄水場運転管理業務の外部委
託

（起点）

職員１５名体制（１７．４．１）

・１１月から運転管理委託開始

・同上

職員１３名体制（△２名　１８．４．１）

3-28

・職員　１０名体制

　　（△　３名　１９．４．１）

・職員　８名体制

　　（△　２名　２０．４．１）

上下水道事業の一体的
経営を目指す組織機構
の見直し
　（水道サービス公社の
見直しを含む）

上下水道事業の一体的運営に
よる事務事業の効率化を図り、
水道サービス公社の業務も含
めた、6課（職員71名：△7.8%）
体制を実現する。

3-30

水質等分析業務の外部
委託
【終了】

浄水場の水質（水質基準項目
５０項目、管理目標設定項目２
７項目）及び浄化センターの土
壌分析業務等の外部委託

（浄水場）

・水質分析（５０＋２７項目）を外部委

託　（Ｈ16は２５項目）

・水質係を浄水係に統合（△　職員１

名）

・同上

（浄化センター）

・土壌分析のサンプリング等を外部

委託

平成20(2008)年度 平成21(2009)年度
NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等

平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

・同上

・６課７３名（２０．４．１）

外数
（水道サービス公社　０名　△２）

・中期経営計画の策定・公表（２月）

・中期経営計画の策定・公表

・委託拡大

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
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３．効率的で質の高い行政の推進

H17 H18 H19 H20 H21

水道部営業センター

H17 H18 H19 H20 H21

選挙管理委員会事務局

H17 H18 H19 H20 H21

総務部財政課

H17 H18 H19 H20 H21

市立病院事務局経営企
画室

H17 H18 H19 H20 H21

水道部総務課

（→ 計画期間）

・70人→72人（加配を含む）
（△17,517千円）
対17年度比　△104百万円）

２７４人→２９８人（＋２４人）

７９４人→７９９人（正△4人、再9
人）
削減10,824千円（正48,876(水道＋
2名分除く)、再△38,052）
（対１７年度比　△４０６百万円）

・平成22年7月11日執行
第22回参議院議員通常選挙：
18.46%

・平成22年10月24日執行
衆議院北海道第５区選出議員補欠
選挙
：22.53%

・収納代理契約締結
　収納件数　７７，７７４件

平成22（2010）年度

・（収納件数　約52,500件）

3-31

水道料金・下水道使用
料の収納代理業務委託

平成17年度より、収納代理業
務をコンビニとの個別契約から
ファイナンス会社との一括契約
に変更し、徴収経費の節減を
図る

・収納代理契約締結

  （９月～収納件数　約25,900件）

・同上

　　９月～収納件数　３１，２８１件

・同上

　　収納件数　６１，１６８件

・収納代理契約締結

　　収納件数　６６，１０２件

・収納代理契約締結

　収納件数　６９，４７４件

・収納代理契約締結

　収納件数　７４，２０６件

・第16回統一地方選挙投開票事務：

18.0％

・第21回参議院議員通常選挙：

18.0％

・第45回衆議委員議員総選挙：

20.0％

3-32

選挙事務の効率化の検
討

選挙投開票事務における非常
勤職員の比率を上げる。
14.1％（H17.9)→20.0％（H21.9)

・平成17年９月11日施行

第44回衆議委員議員総選挙投開票

事務：14.1％

・平成１９年４月８日執行

第１６回北海道知事選挙投開票事

務：15.7％

・平成１９年４月２２日執行

第１６回江別市議会議員選挙投開

票事務：15.9％

・平成１９年７月２９日執行

第２１回参議院議員通常選挙投開

票事務：16.5％

・平成２１年８月３０日執行

第４５回衆議院議員総選挙投開票

事務：15.0％

3-33

経費節減等の財政効果
（一般会計）

（起点）
平成17年4月1日(当初予算)
・財政効果目標額(H17→21)
　　　　              237百万円

・８４５人→８３７人（△８人）

　５０，８２６千円（水道△２名分を除

く）

・８３７人→８１８人（△１９人）

　１４２，５９６千円

　　（病院△２名分を除く）

　（対１７年度比　△１９３百万円）

・８１８人→８０２人（△１６人）

１３４，４６４千円

　（対１７年度比　△３２８百万円）

８０２人→７９６人（△６人）

５０，７０６千円

（対１７年度比　△３７９百万円）

再任用人件費考慮し再計算：

（正△７人、再１人）

削減38,027千円（正42,255(水道△2

名分除く)、再△4,228）

（対１７年度比　△３６６百万円）

７９６人→７９４人（△２人）

１６，６５６千円

（対１７年度比　△３９１百万円）

再任用人件費考慮し再計算：

（正△７人、再５人）

削減28,828千円（正49,968(水道△1

名分除く)、再△21,140）

（対１７年度比　△３９５百万円）

3-34

経費節減等の財政効果
（病院事業会計）

（起点）
平成17年4月1日(当初予算)
・財政効果目標額(H17→21)
　　　　              254百万円

・３１４人→３１０人（△４人）医師職

を除く

　３３，８８４千円

・３１０人→２３４人（△76人）

　　２４３，２５２千円

　（行革分としての２９名の効果分）

　（対１７年度比　△２７７百万円）

・２３４人→２３３人（△１人）

　　８，４０４千円

　（対１７年度比　△２８６百万円）

・２３３人→２６４人（+31人）

（行革分としての８名分の効果分　６

７，６０８千円）

　（対１７年度比△３５３百万円）

・２６４人→２７８人（+10人）

行革分としては該当なし

3-35

経費節減等の財政効果
（水道事業会計/下水道
事業会計）

（起点）
平成17年4月1日(当初予算)
・財政効果目標額(H17→21)
　　　　                51百万円

・７７人→７５人（△２人）

　　職員人件費　前年度比

　　　　△　１６，９４２千円   （対１７年度比　△１７百万円）

・７５人→７３人（△２人）

　職員人件費　前年度比

　　　△　１６，８０８千円

  （対１７年度比　△３８百万円）

・７３人→７１人（△２人）

　職員人件費　前年度比

　　　△　１４，７４６千円

  （対１７年度比　５３百万円）

 ・７１人→７０人（△１人）

　　職員人件費　前年度比

　　　△３３，１０２千円

　（対１７年度比　△８６百万円）

NO 取組項目／主管課 成果（数値）目標・効果等
平成17(2005)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果

平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 平成20(2008)年度 平成21(2009)年度

上段：計画／下段：結果 上段：計画／下段：結果
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